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午前９時００分開議

○議長（安部 重助君） 皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員数は１２名であります。定足数に達しておりますので、第６１回

神河町議会定例会の第３日目の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

日程に入ります前に、お知らせいたします。

建設課、藤原参事が午前１１時ごろまで公務のため欠席されますので、御了承願いま

す。

それでは、早速日程に入ります。

⋞ ⋞

日程第１ 一般質問

○議長（安部 重助君） 日程第１、一般質問であります。

昨日に引き続きまして一般質問を行ってまいります。

それでは、８番、松山陽子議員を指名いたします。

松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） ８番、松山陽子でございます。通告に従いまして、質問

をさせていただきます。

まず１つ目は、母子家庭等の医療費助成制度の見直しについてです。

ことし７月の兵庫県福祉医療制度改正に伴い、母子家庭等医療費助成制度の所得制限

が改正され、受給者の範囲が低所得者世帯に重点を置く内容になりました。神河町では、

４月現在で１６４人の母子の親子の方が母子家庭等の医療費の助成制度の対象となって

いましたが、県に準じた改正が行われた７月からは４１人だけとなり、１２３人が対象

から外れてしまいました。４分の３の方が外れたという形になります。母子家庭にとっ

ては本当に厳しいものとなっています。

そこで、町長にお伺いいたします。この改正により、町の財政にはどれだけの影響が

あるのでしょうか。

２つ目は、母子家庭の生活不安の軽減のために制度の見直しはできないものか。この

２点について御答弁をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） それでは、松山議員の１つ目の質問、母子家庭等医療費助成制

度の見直しについて、お答えいたします。

母子家庭等医療費助成制度は、兵庫県の第３次行革プランに基づき、平成２６年７月

１日から改正をしました。改正内容は、母子または父子世帯と他の世帯との不均衡を是

正するために、対象を経済的負担の大きい低所得者層に重点化するという兵庫県の見直

し内容に準じて、所得制限をこれまで児童扶養手当の一部支給の範囲までなら医療証を

交付していたものを、児童扶養手当の全部支給の範囲までに改めました。
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所得制限の額で表現しますと、母子家庭なら、これまでお母さんの所得が扶養人数２

人の場合なら３１２万５，０００円までなら医療証が発行されていたものが、９５万円

以下でないと発行できないことになりました。その結果、議員の御指摘されるように約

１２０人の母子が対象から外れたわけです。

７月以降、対象から外れられた方からの苦情の電話こそありませんでしたが、制度改

正でやむを得ないのですねという確認の電話は数件頂戴しています。これらは制度改正

に対する声なき声とも言えます。近隣では福崎町がこの所得制限の改正を見送っていま

すが、一方で、中学生以下の医療費助成に係る所得制限の撤廃は行っておりません。

さて、議員お尋ねのこの改正による町財政への影響額については、約３００万円プラ

ス、システム改修費が必要となります。

なお、当町においては、子育て環境の支援策として医療費助成に係る所得制限の撤廃

も行っておりますので、見直しについては、今後の人口対策の視点も含めて今後の検討

課題とさせていただきたいと考えております。

以上、答弁といたします。

○議長（安部 重助君） 松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） 町長からは、今後の検討課題ということの答弁でした。

実はこの医療費の助成の対象から外れたうちの数名の方に、生活費に影響があるか、そ

れから何か意見があれば聞かせてほしいと尋ねてみました。それで、お母さん方の声を

一部紹介したいと思います。

医療費の助成がなくなり、病院に行くのをちゅうちょします。放っておけば治るのか

もと考えたり、受診を先延ばししていることもあります。また、助成が復活することを

願っています。もう一人の方は、毎月、婦人科の定期受診をしています。今の体調での

受診内容は影響ないにせよ、今後の体調の変化や大きな病気をしたときはどうしようと

思います。その不安や心配な気持ちは、どうしたらいいのでしょうか。自分が体調を崩

したとして、子供の面倒、家事、生活、現実は医療費だけではないお金がたくさんかか

ってくることを考えると、正直医療費の心配がなくなるだけでもありがたいのですがと

いうことです。

それから、もう一人の方は、親の私も月に１度病院に行ってるので影響しています。

今は子供が小学生であるので医療費は無料で助かっていますが、高校生になると助成が

なくなるのはつらいです。それから、これは高校生の親御さんです。高校生の子供がい

ます。授業費は免除になって助かっていますが、高校生になると通学費や部活、部活の

遠征費、また交遊範囲が広まり、それに伴う交際費等も多くなり、中学生のころと比較

すると出費が多くなっています。そして、持病の定期受診もある上に、通学のときや部

活でのけがをしたりと、病院に行く回数がふえてきております。親の私自身も急病にな

った場合は受診しますが、歯医者等にも行きたいとの思いはあるけれども、治療が必要

とわからない予防の段階では行きにくく、行ってはおりません。せめて子供は高校の卒
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業まで助成をしてほしい。子供も、親の懐状況を知っているので、病気でもぎりぎりま

で我慢することもあります。重篤な病気につながらないとも限りません。子供だけでも

安心して医療を受けさせてやりたいので、考えていただきたいとのことです。

このように、もう少し多くの方からの御意見がありました。やはり同じような意見で

す。中学生までは乳幼児医療等で１５歳まで引き上げられたということで、医療費には

お金がかかっておりません。でも、中学校卒業して高校になると、一度に医療費もかか

り、それから児童手当も消えてる中ですから、お母さんの収入ということに対しての出

費負担は多くなってきております。その中で、お母さん方も頑張っておられるのですが、

不安は大きくなっております。

この制度では、子供１人を扶養している世帯では年間所得が５７万以上であれば母子

医療は受けられなくなっております。年間所得ですけれども、５７万円以上、１人の子

供を育てるのにそれ以上になると医療費はかかります。お母さん方の医療費もかかるよ

うになってしまいました。パートで働いていても母子医療の対象から外れた方がおられ、

パートであることから事業所の健診の対象にもしてもらえず、町ぐるみ健診を受けなけ

ればならない。しかし、費用がかかるから、がん検診等もちゅうちょしてしまうという

声も聞いたと教えていただきました。お母さん方の中には、予防という段階での医療費

についてもお金がかかるため、余裕もないということで、ちゅうちょされるという状況

であります。

子育て支援と、それから母子支援の意味からも、母子等の医療費に対して助成の見直

しをぜひともしていただきたいというふうに思うんですけれども、再度町長のお考えを

お示しいただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） この制度につきましては、私、最初の答弁でも申し上げました

ように、兵庫県の第３次行革プランに基づいて改正がなされたというところでございま

す。そのような中で、福崎町においては、その改正に伴って条例の改正はせずに、それ

は見送ったという、そういう状況でございます。私も、そういうところから考えますと、

まず兵庫県の行革プランに基づいた改正というところから、そういった問題が出てきて

いるというふうに考えるわけでございます。これは神河町に限らず、兵庫県下全市町に

おいて共通の新たな問題が発生してるんだろうというふうに捉えるわけでございます。

しかしながら、私も最初の答弁の中で今後の検討課題とさせていただくというふうに

言っているわけでございまして、検討はするわけですが、まずは兵庫県に対して、再度

この制度の見直しについて、もとに戻すという、そういった要望をしていかなければい

けないなということを強く思っているところでございます。以上です。

○議長（安部 重助君） 松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） 県が示した改正ということですので、できれば県下の母

子の方の支援ということも考え直していただきたいというふうに思うんですが、例えば
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神河町独自ででも支援体制を幾らかでも整えようというふうな思いはないでしょうか。

特に高校生の親御さんにとっては大変な大きな問題となっているようですけれども、そ

れについていかがでしょうか。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 神河町の政策といたしまして、この間、子育て環境とあわせて

福祉医療の充実という点から、義務教育についての医療費無料ということ、あわせて所

得制限も撤廃して、全ての義務教育段階までの子供については医療費は無料にしようと

いうことで進めてきているところでございます。

その一方で、こういった県の行革というふうな流れの中で新たな問題が発生している

ということでございまして、この点については、今、松山議員のほうからも多くの母子

家庭のお母さんからの御意見を私自身聞かせていただいたところでございます。住民生

活課が担当ということになっておりまして、住民生活課のほうには直接苦情という電話

はないようでございますが、やはり制度改正に伴って非常に困っているという、そうい

うことだと思います。

まずは、兵庫県に対しての要望と神河町独自でどんなことができるのかというところ

は、今後の検討課題というふうにさせていただいておりますので、御理解をいただけれ

ばというふうに思います。

○議長（安部 重助君） 松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） ちょっとしつこいように聞こえるかもしれませんが、母

子家庭、父子家庭も同じなんですが、やはり離婚なり死別したときに、１人で子供を育

てるという覚悟は皆さんされたと思います。しかしながら、やはり周りのつき合い、町

の行事、区の行事、それから学校行事、全て１人の親御さんが対応しなければいけませ

ん。休暇があっても、それの関係に費やしてしまうことも多々あります。また、子供も、

それに伴って、どうしても構ってやれない状況にもあったりもします。その中で、皆さ

ん頑張っておられる状況なんですね。せめて一つの不安だけでも取り除いていただけな

いかなというふうに思います。

お母さん方、精いっぱい子供のためには病気もできないという中で頑張っておられま

す。でも、やはり生身ですから病気もすれば、けがもします。そのときに子供はどうす

るのか。それから、特にパートの場合でしたら、仕事を休まないといけない。休まない

といけない、イコール収入もなくなるという、その日の手当もなくなる、賃金もなくな

るということですから、病気になるということは、母子家庭等にとっては本当に大きな

問題です。どうにかいろんな形で今は子育てに対して、全ての親御さんに対して、いろ

んな制度ができて助かっておられる部分はたくさんあります。でも、１人で育てておら

れる親御さんたちの状況も十分に配慮していただきたいというふうに思います。

子供に優しいまちづくりというふうに町長は多分考えて、人口対策も含めて進めてお

られると思いますけれども、その中での母子家庭等に対しても優しい町であっていただ
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きたいというふうに思います。みんな平等であるような形で支援ができているではない

かというふうに思っておられるかもしれませんが、やはり厳しい雇用体制の中で、１人

で何役もしておられる親御さんの支援というものも考えていただきたいと思います。そ

の中で育っておられます。高校生になってる。本当に親の背中をというか、親に寄り添

って頑張っておられる高校生の気持ちも酌んであげていただきたいと思います。再度町

長、お考えをお願いしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） いろいろと実情を聞かせていただいて、それはしっかりと胸に

受けとめさせていただきたいというふうに思います。改めてこのたびの兵庫県の改正に

ついて、これまで扶養人数２人の場合なら３１２万５，０００円以下であれば発行され

ていたというものが、一気に９５万円以下でないと対象にならないという、これを見た

ときに、本当にこれだけの差が出るという、これは本当に制度上どうなのかなというこ

とを私自身思います。これは神河町だけが取り組むというべきものではなくて、やはり

県下全市町がこの制度の見直しについて動くべきではないかなというふうに思うわけで

ございますし、恐らく兵庫県が条例改正、制度改正に伴う案件を議会に提出する中で、

県議会の中でも議論がなされたんだろうというふうに思うんですが、結果として改正さ

れたということが事実としてあるわけで、その辺、私自身は、この制度についてはやは

り兵庫県としてもう一度考えなければいけない内容ではないかなというふうに思うわけ

でございます。

しかしながら、神河町も人口減少という大きな課題を抱えているわけでございまして、

何でもかんでもできるというものではないと思いますけども、これからの神河町の子供

たちの健全な育成も含めて何か手だてができないかというところは、今後考えてまいり

たいという思いはあるという中での検討をさせていただくということでございます。

○議長（安部 重助君） 松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） 町長のお考えは、やはり県下全域として考えていくべき

というふうなことの答弁であったかというふうに思います。済みません、担当しておら

れる課長の御意見を何かお聞かせいただけないでしょうか。

○議長（安部 重助君） 住民生活課長。

○住民生活課長（吉岡 嘉宏君） 住民生活課の吉岡でございます。先ほど町長からも答

弁がございましたように、県のほうが低額な所得者にシフトを置いたということ自体、

私自身も矛盾を感じております。町としまして、例えば先ほど議員からも話がございま

したが、何とか高校生のお子さんだけについてでもという話がございました。ゼロ歳か

ら中学卒業までは乳幼児医療制度がございまして、完全無料化でございます。残り高校

３年間がこのたび外れたということでございますので、そこら辺は十分検討の余地があ

るんではないかなというふうに思ってます。その辺につきましては、予算編成のときに

財政課協議等ございまして、十分総務課財政担当とも協議をして、話を詰めさせていた
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だけたらなというふうに思っております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） ありがとうございます。吉岡課長のほうからは、高校生

だけでもどうにかできないものかというふうに思い、検討していくというふうな答弁を

いただきました。できれば母子ともにお願いしたいところなんですけれども、例えば高

校生だけであっても、検討というか、ぜひとも見直していただいて、助成対象という形

にしていただきたいというふうに思います。これは本当にお願いという形でお願いして

おきたいと思います。

親御さんたちは、本当に苦情の電話はなかったというふうには言っておられますけど、

本当に心の中でずっと思っておられます。言っても仕方ないかなという、通知のはがき

ですか、文書ですか、それ１本もらっただけで、仕方ないかなというふうな諦めの中で

今まで頑張っておられますので、少しでも明るい形のもので、これから頑張っていきた

いというふうに前向きになれるような、何かいい情報を発信していただきたいというふ

うに思います。何かこれについて再度町長、いかがでしょうか、課長の御意見等を含め

て。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 課長のほうから、高校生について課長自身の思いというところ

が出たところでございますが、繰り返しになりますけども、本当に兵庫県が非常に厳し

い財政状況だというふうなところからのこのたびの制度改正ということでございます。

徐々に兵庫県の財政もよくなるというところではありますが、またほかの形で同様のそ

ういった改正がなされた場合、またそれはそれで各市町の対応というふうな動きが加速

化するとなってきますと、結局最終的にはそれぞれの市町にこの負担がふえていくとい

う、そういった現象もあるんかなというふうに思うわけでございまして、私としまして

は、このたびの制度改正については、やはり激変緩和というふうなことも含めて、改め

るべきだろうというふうな考えは持っておりますので、県に対しまして、また町村会と

しても働きかけをしていきたいというふうに考えているところでございます。以上です。

○議長（安部 重助君） 松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） ぜひとも早い働きかけで、いいほうに改正されることを

願っております。この母子の親御さん、町内の福祉施設とか、そういった関係のところ

にもたくさん働いておられます。そういった形で、いろんな形で頑張っておられますし、

高齢者を支える仕事にもついておられます。そういった形に対しても、人材不足の中で、

そういう母子家庭のお母さん方の活躍というものも認めていただきたいというふうにも

思いますし、何かの支援対策をぜひともとっていただきたいというふうに思います。

それでは、次の質問に移りたいと思います。

次に、２点目は、人生８０年いきいき住宅助成事業の取り組みについてお伺いしたい

と思います。
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兵庫県には、高齢者や障害者を含む全ての県民が住みなれた住宅で安心して自立した

生活を送ることができるよう、高齢者等に対応した住宅のバリアフリー化のための改造

に要する経費の一部を市町を通して助成する人生８０年いきいき住宅助成事業がありま

す。そして、県内の多くの市町がこの事業を実施しています。転倒防止や介護予防に役

立ち、医療費や介護保険料の利用の抑制にもつながると考えられることから、神河町に

おいても早期に取り組むべきと思います。これについて、町長のお考えをお聞かせいた

だきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） ２つ目の質問であります人生８０年いきいき住宅助成事業の取

り組みについてお答えいたします。

この助成事業は、合併前に県がつくられた事業であることは議員も御承知のことと思

います。合併前の状況につきまして、神崎町、大河内町と異なっていたこともあり、合

併協議会で審議された結果、未実施町となっています。しかしながら、高齢者、障害者

への住宅改修助成は、それぞれの事業におきまして限度額２０万円ではありますが、実

施をしております。

事業のタイプといたしましては、１つ目、住宅改造の一般型⋞特別型と、２つ目とし

て、増改築の一般型⋞特別型、３つ目として、共同住宅共用型の５種類でありまして、

全５種類の事業を実施している自治体は５自治体、３８市町がいずれかのタイプで実施

をされ、未実施自治体は３市町となっています。各市町の実施状況を申し上げますと、

１つ、住宅改造の一般型で１７市町、特別型で３８市町、２つ目として、増改築の一般

型で９市町、特別型で１２市町、３つ目として、共同住宅共用型で１０市町が兵庫県の

情報では実施されているということになっております。

なお、これらの事業は、例えば住宅改修の一般型で言えば限度額１００万円で助成率

は３分の１、また特別型では世帯区分によって３分の１から１０分の９までの範囲等が

ありますが、いずれも県、町それぞれ合わせての補助率となってまいります。合併協議

の経過はあるにしても、議員御質問のように、多くの自治体でこの事業を選択実施され

ていることや、町民にとっても事業推進の可能性が広がるということも踏まえまして、

平成２７年４月からの実施に向けて要綱の整備を進めていきたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

○議長（安部 重助君） 松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） ありがとうございます。町長答弁では、平成２７年４月

１日からの実施ということなんですが、先ほど町長も説明されましたパターンがたくさ

んありますね。それ全てを実施するということなんでしょうか、お伺いしたいと思いま

す。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 私の考えとしては、兵庫県の制度に基づいて町が随伴していく
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という考えでおりますので、全ての事業について対象とすべきだと、逆にそのように私

は思っております。兵庫県でいろいろな補助事業があろうかと思いますけども、町の予

算の都合とか、そういうことで対象にならないということは、そんなことはやはり同じ

県民として補助事業の適用にならないということは、それは公平性に欠けると私は思っ

ております。ただし、それぞれの神河町における一つの予算枠というものは設けていき

ながら、その中で対応しなければいけないかなとも思っているところでございます。

○議長（安部 重助君） 松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） 一応全てのタイプを実施するということで、ありがとう

ございます。ただ、この制度につきましては、私がまずこの制度に気がついたきっかけ

は、８０、８５になっても元気で頑張っておられる高齢者の方も、やはり足腰が弱くな

ってきて、玄関先なり、いろんなところで手すりがあったらなというふうなことで、何

か助成制度はないのかなという問い合わせがあったことがきっかけでした。この議会の

会場ですか、以前に高齢になっても元気で頑張っておられる方に対しての奨励的な何か

ができないかな、考えていただけたらということを担当課長のほうにお願いしたことも

１度ありました。まさにこの事業がその一つになるんではないかなというふうに思いま

した。

６０過ぎてからの高齢者世帯、それから障害手帳なりを持っておられる世帯全ての方

が対象になるということですので、元気であるうちから、手すりなどを前もってつける

ことが可能であり、それに対する助成があるということは、やはり皆さん安心して家の

中での生活を送っていただけますし、年金生活をしておられる高齢者にとっても明るい

情報ではないかなというふうに思います。こういった県が実施しておられる助成に対し

て、町民にとってプラスになることはぜひとも前向きに取り組んでいっていただきたい

と思いますし、早いうちの情報収集をしていただきたいというふうに思います。

ただ、それに関して一つだけ、もう一点お願いというか、質問したいことが、その中

の対象事業の中にちょっと関係することなんですが、実は障害者手帳とか養育手帳を取

得された方についての支援事業として障害者地域生活支援事業というのがあります。こ

れは国が５０％、県が２５％、町が２５％の事業なんですが、これについてはやはり各

市町がするかどうかということについては独自で考える事業かと思います。

その中で、例えば神河町では、手話通訳や要約筆記の派遣事業とか、それから成年後

見制度利用支援事業とか、それから障害者の方の日中一時支援事業、またこれは多分デ

イサービスということだと思うんですけども、そういったことに対しての事業は幾らか

取り組んでおられます、その中の一つのメニューとして、住宅改修費助成事業というの

も取り組んでおられる市町もあります。それは多分福崎町が取り組んでおられるんでは

ないかなと思います。その場合は、介護保険同様２０万円が限度額で、多分個人負担は

１割というふうな形のものだと思います。

これは神河町ではまだ今のところ実施されてない事業なんですが、例えばその事業も
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取り組んでいただくとするなら、障害を持っておられて、家の中でのバリアフリーです

か、そういったことに対しての助成事業という形で対応できるものではないかなという

ふうに思います。これは自己負担が１割、それで先ほどの人生８０年いきいき住宅改修、

これにつきましては自己負担は３分の２というふうな形になりますので、障害を持って

おられる方にとっては負担が軽い、小さな改修でしたら負担が軽くて利用できるもので

はないかなというふうには思ったりもします。ですから、この事業のことも含めて、町

として取り組まれるかどうか、ちょっと御検討いただきたいと思うんですけれども。

○議長（安部 重助君） 健康福祉課長。

○健康福祉課長兼地域局長（佐古 正雄君） 健康福祉課、佐古でございます。先ほど松

山議員からのいわゆる身体障害者への住宅助成事業ということでございますが、このも

のにつきましても神河町では実施をいたしております。実績と申し上げますと、件数は

本当に少ない件数でございます。平成２３年度におきましては、１件の７万１，８２０

円の助成を行っております。平成２４年度におきましても、１件で１７万４，０００円

の助成を行っております。平成２５年度におきましては、その方については２６年度の

支払いという形になりましたので、１件ということで、この件数については、限度額の

２０万円を超しておるという状況でございまして、その事業についても神河町では取り

組みをさせていただいております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） ちょっとそしたら私の見落としということでして、申し

わけございません。ぜひともいろんな制度がある中で、知らなかったということで利用

ができなかったということがないような形で情報発信していただいて、いろんな形で安

心して過ごしていただくというふうな形の支援をしていただきたいというふうに思いま

す。この制度につきましては、多分いろんな町内たくさんの方が待っておられた事業で

はないかなというふうに思います。

最近、一人のおひとり暮らしの方が足腰がちょっと弱くなったから、介護保険の認定

が受けられるかどうかわからないんだけど、段差改修をしたいということでお電話があ

りました。ですから、まずは私の知ってる段階では、介護認定を受けられるかどうか、

ちょっと役場の保健師の方に相談してほしいということで連絡をとって、介護認定の調

査を受けられました。その方は、幸い最近認定が受けられたということだったんですが、

それも今回、段差改修とともに、自分の寝ている部屋をできるだけ表側に移したいとか、

それからトイレに行くための改修をしたりとかというふうなことで、やはり費用として

は大きな費用がかかることを計画しながら、大工さんとも相談した中で、何かないかな

というふうに探しておられたものでした。

ですから、こういった方が多分ほかにもたくさんおられると思います。できるだけ、

この制度が来年４月１日からできるということであれば、早いうちにその情報も発信し

ておいていただかないと、知らなかったからというふうな後悔をされないように、もっ
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と早く情報を教えてほしかったというふうな苦情がないように、そのことも含めてお願

いしておきたいというふうに思います。こういった形で新しい事業、今まで取り組めな

かった事業、取り組むという御答弁をいただきましたこと、ありがたく思います。

私のほうからの質問は、以上とさせていただきます。

○議長（安部 重助君） 特に回答はよろしいですか。

○議員（８番 松山 陽子君） ４月１日から取り組むということについての住民への情

報提供は、どういう形でされるかだけ教えていただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 健康福祉課長。

○健康福祉課長兼地域局長（佐古 正雄君） 健康福祉課、佐古でございます。この情報

につきましては、まず要綱の制定を早急に進めまして、その要綱の制定ができた段階で、

こういった内容でという形のものをお示しできればという考え方を持っております。そ

の方法としましては、まず町が発信できるものということで、ケーブルテレビのそうい

った文字放送、または広報等、そういったものを使うものとあわせて、そういった団体

関係に対しても、そういった情報提供ができるようなもので考えていきたいというふう

に考えております。以上でございます。

○議員（８番 松山 陽子君） ありがとうございました。これで終わりとしたいと思い

ます。

○議長（安部 重助君） 以上で松山陽子議員の一般質問が終わりました。

○議長（安部 重助君） 次に、１１番、藤森正晴議員を指名いたします。

○議員（11番 藤森 正晴君） １１番、藤森でございます。まず最初の質問をいたしま

す。地方創生制度をどう生かすのか、この件につきましては、今まで議員のそれぞれ質

問と重複する点があるかと思いますけれど、私の思いの中で質問をさせていただきます。

政府は、やる気のある自治体を応援するまち⋞ひと⋞しごと創生本部を設置した。町

として、やる気度と地域の活性化の独自案を打ち出して進めるべきと思いますが、いか

がでしょうか。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） それでは、藤森議員の１つ目の御質問にお答えいたします。

地方創生につきましては三谷議員からの質問も同じというふうに考えているところで

ございまして、三谷議員に対する答弁と同じ内容ということになってまいります。

地方創生政策の行程でございますが、来年度から５年間の人口減少対策の取り組み方

針、総合戦略の閣議決定が今後行われることとなります。そして、県と市町村は、平成

２８年３月までに地方版総合戦略を作成することとなっております。政府は、やる気の

ある自治体を応援すると言っており、独自性、実現性、発展性のある政策を検討しなけ

ればなりません。

具体的には、地域の雇用創出では、大都市から地方に戻った人材を雇用した企業に対
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する補助や、観光などの地域資源を活用した産業振興策が検討されると考えられます。

また、地域の人材育成策や子育て支援策の充実や世代間交流を充実させるような施策な

ど、たくさん出てくるのではないかと思われます。

ただ、こうした支援策は、下手をしますと従来型の単なるばらまき、箱物行政に終わ

る可能性もございます。最も大事なのは、お金ではなく知恵の部分となりますから、よ

い成果が得られるのかどうかは、地方自治体がどれだけ主体性を発揮できるかにかかっ

ていると考えております。公共施設の総合管理計画とあわせて将来のビジョンを描いて、

職員一同、英知を結集して実施してまいることとしております。

以上、答弁とさせていただきます。

○議長（安部 重助君） 藤森正晴議員。

○議員（11番 藤森 正晴君） 三谷議員とちょっと重複する点があると思いますけれど、

病院の改築につきまして、三谷君からの質問もあったわけなんですが、この件につきま

しても、今、健康⋞医療⋞福祉総合政策のプロジェクトを立ち上げて検討中でございま

す。そういった中で、我が病院を持つ町としては、そういう施策も生かしながら、病院

を核にした健康福祉、そして例えば改築するのであれば、それを含めた中での改築の財

源確保、また新築として小学校の跡地に持っていくとなれば、病院だけではなしに、病

院を含める中で、それぞれ地域ゾーンといいますか、薬局なり、また今までの質問に出

ておったように、地域産業の野菜とか、またそういう特産物を販売する店舗、また民間

のそれぞれのテナントを募集する中で、一つのゾーンを置く中において、そのあたりの

大きな一つの活性化ゾーンができるんじゃないか。また、それによって、賃貸をするな

り、また土地を購入する民間があるんであれば、それに対しての収入源、病院の新築の

確保にもなろうかと。

そして、そういう中を含める中で、やる気と意気込み、私たちの町はこういう形で病

院を含めながら、また地域医療に向けての方向をやってるんだという独自の案を出して

やれば、この地方創生の中での財源確保というものは生まれてくるんじゃないかと。そ

うなれば、新築、また改築にしても多大な財源が要るわけなんですが、それに対しての

確保もあり、また助かるという面が出てくると思いますので、そういう方向の打ち出し

をしっかりと、本気度、やる気度を出すという形で皆が頑張ろうという気持ちを政府に

出して、今、選挙後で少しおくれていると思うんですけれど、それぞれ候補者の中では

地方創生に向けたという意気込みを語っておられますので、特にこの地元で出られた山

口議員は、余り地方のほうへ向けてないようなコメントを新聞記事に書いておられます

けれど、そうじゃなしに、今しっかりと頑張ってくれということのチャンスであると思

いますので、そういう方面でしっかり声を高くして出していただきたいんですけれど、

いかがでしょう。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 病院の件につきましては、昨日も申し上げたところでございま
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して、詳しい内容といいますか、方向性というものは近日中に出させていただくという

ことにしております。いずれにしても、新築移転、また北館の耐震化から始まる改修も

含めて、それがどういう方向になろうとも、病院は神河町のまちづくりのやはりこれか

らの重要な位置づけをしながら進めていかなければいけないというふうに思っておりま

すし、あわせてやはり山、田んぼ、ここを軸にしながら、これからの町づくりをしなけ

ればいけない。そしてまた、あわせて交流人口をふやしていく。これが神河町のこれか

らのまちづくりのキーワードになってこようかと思います。そういうところからの人口

減少対策をどう進めていくかということになってこようかと思います。

毎年、中学生の卒業生が１３０人、１４０人という状況の中で、この２年間が５０人

前後の出生数ということでございます。そういうことを考えますと、今からの１５年先

というものは、もう誰が見ても非常に物すごい人口激減というようなイメージを持つわ

けですけども、そこをさらに歯どめをかけるためにも、しっかりと将来を見据えた中で

の具体的な向こう５年間の取り組みと、そして長期展望に立ったイメージづくりをしな

ければいけないというふうに思っているところでございます。

衆議院選挙の結果で山口壯候補が再選されたというところでございまして、私も、山

口壯議員には神河町の現状も訴えさせていただいています。兵庫１２区は、相生、赤穂、

海岸線は相生も含めて南の部分もありますけども、多くは山間地ということになってき

ております。その広い１２区を隅々まで走っていただきました山口壯議員につきまして

は、１２区の状況も十分理解していただいているというふうに私も思っておりますし、

今後も引き続いて神河町の現状を訴えていきながら、国会の場で活躍をしていただきた

いというふうに考えているところでございます。以上であります。

○議長（安部 重助君） 藤森正晴議員。

○議員（11番 藤森 正晴君） 病院につきましては、いろいろとそういう財源確保の中

で進めていただきたいと思う中で、もう一点、この地方創生を生かしてやっていただき

たいと私の思いがありますのは、越知谷地域、今、やまびこ学園、山村留学を含めての

活性で何とか、何とかと言うたら失礼な言い方なんですけれど、小学校、また幼稚園も

新しく建ちまして、子供たちが今のところは存続しておりますけれど、これから先、過

疎化、また若者が出ていき、人口が減るということになれば、学校が閉鎖ということも

考えられます。そうなれば、たちまちあの越知谷という形は過疎化も進んでいきます。

その中で、私たちが今持っておる、一番どこにもないといいますか、山村留学という

ものをしっかりと、この制度を地方創生の中で生かしていただきまして、今１２名の山

村になっておりますけれど、２０人、３０人の大きな山村の子供たちを受け入れる中で、

もっとあそこの地域を活性化するんだと。そうすることによって、また親子ともに定住

し、人口もふえてくることも出てきます。そして、地域の皆さんと一緒に山、また農業

をする中で、地域の活性化を生かすんだという形で、何とかこの越知谷の過疎化を防ぐ、

また人口をふやしていこう、学校の閉校をするんじゃなしに、そういうふうな形で人口
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増、またこの山村留学についての財源をしっかりと確保できるような方向で、この地方

創生の形で財源といいますか、そういう形のお願いをして進めるべきと思うんですけど、

いかがでしょう。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） これからのまちづくりの中での過疎化に歯どめをかける。その

中での越知谷地域という御発言でございましたが、過疎化が進んでいるのは越知谷小学

校区だけではなくて、長谷小学校区、また今は寺前小学校になっておりますけども、南

小田、上小田にしても同じことが言えようと思いますし、また大山小学校も神崎小学校

に統合したということではございますが、やはり大山⋞猪篠地域においても、過疎化と

いうことは本当に切実な課題であろうというふうに思っております。

そのような中で、越知谷地区におきましては、やまびこ学園ということで山村留学制

度からの過疎化に歯どめをかける、また小規模校の学習環境をよくしようと充実を図っ

た政策を今打っているところではございますが、問題になるのは、これからの少子化と

あわせて地域の子供の減少に対して、やまびこ学園の定数１２名という、そのバランス

がどうなのかといった議論も少しあるようでございます。とは言いながらも、私も、山

村留学というその効果というものは理解しているところでございます。

先ほども言いましたように、神河町のこれからのまちづくりというのは、やはり山、

田んぼというところに、そこを再生させる、そこに新たな地場産業を発生させるという、

そこから若い人たちが住み続けられる、あるいは神河町以外から、あるいは神河町から

出ていった方々がＵターン、Ｉターンとして神河町に入ってきていただいて、それも中

山間地域に入ってきていただいて、農業、そしてまた山林、そういったところで働く場

が確保できるという、そういう仕組みづくりを町としてはやっていきたいというふうに

考えているところでございます。

越知谷小学校、特に幼稚園は、先日新築をしたわけでございますから、何としても小

学校の存続というものは行政の責任においてしっかりとやらなければいけない、最大限

の努力もしなければいけないというふうに思っております。あわせて、長谷小学校にお

きましても、児童数の減少というのは地域の切実な課題であろうというふうに思ってお

ります。長谷地域も上小田地域も大山⋞猪篠地域も含めて、先ほど言いましたような山、

田んぼ、ここをキーワードにしながら、そして病院も含めてまちづくりを進めていきた

いと考えております。以上です。

○議長（安部 重助君） 藤森正晴議員。

○議員（11番 藤森 正晴君） 越知谷地域を特定したような言い方をしたわけではない

んでございますけれど、山村留学制度をしっかりと生かし、そして財源確保という意味

の中で、もっと留学生をふやす中で活性化をという思いで言ったわけですけれど、例え

ば今１２名でやっておる中の山村留学生を２０名、３０名を受け入れて、集団生活の中

で活性化をという方向となれば、今の地域センターの施設と思う中で問題点も出てこう
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かと思うんですけれど、そこで、地域センター所長、坂田所長、そういう思いを私も思

うんですけれど、所長としての思いがありましたら、今の１２名、また２０名、３０名

の山村留学生となれば、どういう方向になろうかという思いがありましたら、ちょっと

答弁をお願いしたいです。

○議長（安部 重助君） 教育課副課長。

○教育課副課長兼センター所長（坂田 英之君） 教育課、坂田でございます。今の山村

留学の状況でございますけども、そもそもは越知谷第二小学校の存続というところを地

域が思いを持って里親で始められた制度でございますが、越知谷第二小学校が統合され

ても、越知谷地域に拡大されて、次の越知谷小学校の存続という形で取り組まれており

ます。その思いも十分受けとめておりますし、先ほど町長がおっしゃられましたが、一

番の問題は地元児童とのバランスということでございます。

その辺が分岐点にはなるかと思いますが、そういう意味では、現状の施設を活用して

いくには、今の定員がふさわしい。現状４名という中で、先般も２７年度の留学生の体

験留学、面接も実施しておりまして、４名を面接したところですが、そういった中で、

受け入れる農家さんの高齢化、そういったものも課題になってきております。ですから、

そもそもが地域の思いで始まった事業でございますので、地域の思いを受けとめつつ、

地元の児童とのバランスを考えつつ、できるだけ中身を充実させて、拡大というところ

は施設も含めて考える必要がありますので、現状少なくなっているところを何とか１２

名なりの定員を確保していくというところを今のところの目標にしております。以上で

す。

○議長（安部 重助君） 藤森正晴議員。

○議員（11番 藤森 正晴君） １２名が今のところ適当ではないかということなんです

が、実際その１２名の確保が非常に厳しいという現状であります。あるなれば、魅力あ

る山村留学、私が言いますのは、もう少し受け入れをふやそうと、農家のほうの設定じ

ゃなしに、その留学生が全部地域交流センターの中で集団的にやっていくんだと。そう

いう形で人数をふやしてやることによって、また違った魅力なり、他町と違う留学生の

制度をつくることによって全国から注目を浴びてくると。そういう方向の独自のものを

打ち出して、この制度によって補助をとろうという思いなんですが、所長の中では、な

かなか人数的に多いことは厳しいということなんですが、それは施設的にそれぞれ改造

なり改修もしていかないかん面も出てくると思うんですけれど、そういうことも含める

中で、この地方創生の制度にのっとって補助をというような思いもあるんですけれど、

町長、どうでしょうかね。今、所長がそういう形の答弁をされたわけなんですけど、町

として、よし、ほんならこういう方向で進めていこうというような思いというものは今

の現状では持たれておりませんか。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） やまびこ学園山村留学制度につきましては、また担当課とも協
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議をしていかなければいけないというふうに考えております。私といたしましては、越

知谷小学校という校区とあわせて、やはり川上小学校も今現在廃校となっておりますし、

上小田小学校につきましては、先日承認をいただきましたわけでございますけども、校

舎跡の利用ということで、新たな子供を対象とした学び、また交流の場として利用がこ

の４月から可能になったというところで、私も上小田地域に新たな風が吹くであろうと、

また新たな交流が始まるというふうに私は見ております。

それと同時に、川上小学校の跡地についても、あわせて大山小学校跡地についても活

用していかなければいけない、そういうふうな総合的な観点でこのたびの地方創生の取

り組みをしてまいりたいなというふうに考えているところでございます。

○議長（安部 重助君） 先ほどから教育長のほう、手が挙がっておりますので、教育長。

○教育長（澤田 博行君） 失礼します。澤田です。これからの過疎化の歯どめにつきま

しては、小学校、幼稚園を維持しなければならないということは目に見えてるところで、

私たちも努力していきたいと思っております。その中での例えばの例としまして、越知

谷小学校の山村留学制度のことが今言われておりますけれども、センター長も言いまし

たように、まず定員的には１２名定員ということにしております。このことにつきまし

ては、今、坂田センター長が言いましたように、地域の子供たちのバランスも考えなが

らということが一番大事なことだと思っておりますので、それぐらいの定員で進んでい

きたいと思っております。

それから、完全なセンターでの受け入れという形ということですけれども、今センタ

ーでの２０日の受け入れ、それから農家さんの１０日での受け入れという形で今までず

っとやってきております。このことにつきましては、地元の方々との触れ合い、そして

地元との関係も重視しながらやっていってるというのがやまびこ学園での特色であると

いうように私は思っております。ほかのところは、センターの完全宿泊の里親制度とい

うのがあります。そういうところのほうが多いんですけれども、やまびこ学園の職員の

中でも、この地域の特色はこれなんだと、そして地域の方々との触れ合いで地域に入っ

ていくということが求められているということで、これを特色としているところです。

そういうこともあります。

運営上につきましても、完全センター制になりますと大変厳しいものがありまして、

職員の雇用とか、そういうようなこともふえてきますので、持ち出しもさらに多くなる

ということも考えなければいけないということで、これからもこの特色を生かしながら、

地域の自然を生かして地域に入っていく。そのことによって地元の方々との触れ合いも

あって、また地元の方々から教えていただく、そういうような体験活動なども生かして

いきながらやっていきたい。そして、一番大事なのは、教育としまして、越知谷小学校

で学ぶ子供たちが地域の子供たちと都会の子供たちとのいろいろな交流によって深まっ

ていく、教育が高まっていくことを教育委員会としては求めていきたいと思っておりま

す。以上です。
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○議長（安部 重助君） 藤森正晴議員。

○議員（11番 藤森 正晴君） であるなれば、地域の特色、また子供たちの触れ合いの

中でということを前面に、この町ならではの山村留学ですよということの形をしっかり

と打ち出して、今、補助的なものはほとんど出てないようなのが現状ですけれど、この

制度を生かして、とっていただきたい。また、そういう方向で進めていただきたいと望

みます。

それと、もう既に他町ではこういうことの本部を立ち上げて、隣の多可町とか朝来市

ですか、動いておられます。選挙が終わって、遅くはありません。我が町も、よそより

か早く行くんだ、こういう制度に早くのっとるんだという気持ちで動いてもらわなけれ

ば、いろいろ検討します、何しますじゃ後々になってしまって手おくれというようなこ

ともありますので、できるだけ早くこういう制度にはのって、財源的なものをとれると

ころはとっていただきたいと思います。

それでは、次の２つ目の質問に入ります。職員の資質向上、業務改善は進められてい

るのか。

まず１として、決算特別委員会の提言に職員の資質向上と能力開発への研修を重ね、

住民の目に見える成果が出るよう強化を願うとの提言をいたしました。現在、係長級以

上の職員研修がなされていますが、その成果は出ているのか、またその他の職員のフォ

ローはどういうふうにしておられるのか、お願いします。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） それでは、職員の資質向上、業務改善についての１つ目の質問

に答えさせていただきます。

まず、決算特別委員会の提言に職員の資質向上と能力開発への研修を重ね、住民の目

に見える成果が出せるよう強化を願うとの提言でございますが、職員研修につきまして

は、従来から取り組んでおります兵庫県自治研修所及び播磨自治研修協議会において、

新採用職員から管理職まで、それぞれの節目節目に応じた計画的な研修と、あわせて昨

年度からカフェテリア方式と言い、自発的に職員みずからの参加希望により実施してい

ます全国市町村国際文化研修所での研修も取り入れております。

住民の目に見える成果をとのことですが、職員個々のスキルアップはもちろん、担当

業務に直結した研修を受けた職員は、大いに業務に役立てているところでございます。

職員研修の状況などの詳細につきましては、後ほど総務課長からお答えさせていただき

ます。以上です。

○議長（安部 重助君） 続いて、総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。職員研修の実施状況について御説明を

させていただきます。

先ほど町長の答弁にありました兵庫県自治研修所、播磨自治研修所及び町村会におい

て、新任研修、監督職研修、管理職研修など、経験年数及び役職に応じた研修のほか、
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経験年数に応じ、住民対応能力向上研修や政策形成研修など、またそれぞれの担当業務

に関する研修も実施し、それぞれの役割に必要な知識やスキルを習得すべく実施してお

ります。

昨年度は延べ５７名、本年度は延べ６０名の参加という状況であります。そのほかに

町単独職員研修として、本年度はＴＱＭ、職場改善活動研修に取り組んでおります。こ

の職場改善活動研修につきましては、各課単位でそれぞれが改善項目及び活動計画を定

め、取り組み、そしてその結果について評価していくというものです。本年度は、その

手法について、まず係長クラスの職員を対象に研修を実施しました。課の実動部隊の中

心の世代というところで、係長クラスとさせていただいたところです。

次に、管理職を対象に同じ研修を実施しました。今月１０日には、研修講師により各

課が作成した活動計画のヒアリングが行われ、考え方や取り組み、方策について助言、

指導をいただいているところであります。この研修の特色といたしまして、トップダウ

ンによる職場改善ではなく、それぞれの課においてみずからが改善活動を考え、実行し

ていくというやり方でありますので、その効果が出始めるまでに少し時間がかかると言

われています。ただ、必ず組織力を向上させることにつながるものということで実施を

しており、期待もしているところです。以上です。

○議長（安部 重助君） 藤森正晴議員。

○議員（11番 藤森 正晴君） 研修を重ねる中で１点私が思うのには、どうもアクショ

ンが遅いと。それぞれ区長さんなりの要望、また議会からの要望なり、また意見が出る

中で、行動するまでにどうも余りにも時間がかかり過ぎているのじゃないかということ

が多々あります。それぞれそれについては会議、初めにグループ会議の中で決まらんと

きは、総務課に行って政策調整会議という、こういう会議を進められて、やっておられ

るわけなんですが、もう少し、先ほど報告にありましたように、管理職、課長級の意気

込み、権限的なものを生かす中で、そこまでのしっかりした会議をする慎重さもいいん

ですけれど、各課の課長の責任というか、そんな形で、そこまで持っていかんでも課の

決議でやるんだというようなことがどうもなくなってきたんじゃないかと。今までやっ

たら、相談に行って、課長、どうですか、こういうことをと言ったら、そうやね、やり

ましょうというような答えがあったような気もするんですけれど、最近、ちょっと相談

しますと言いながら、なかなかこちらが催促しても返事が遅いと。また、場合によって

は、議会でもこういう一般質問が出て、前向きに検討します、やりますと言いながら、

果たしてスタートするのが半年なり１年あたりのスタートというような形が見えてます。

一つの例は、一般質問したように、防災のＳＮＳのツイッターを使ったような組織を

立ち上げというのも半年余り後でしたかね。去年の１２月の一般質問でしたのが、後に

本部を立ち上げたということで、ことしはおかげで災害的なものがなかって、その効果

が出たか出んか、それはまだないんですけれど。それにしても、すぐ立ち上げて私はも

らえると思いながら、そこまで時間がたったと。それは一つの一例なんですが、ほかの
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なににおいても、もう少し課長級、また自分たちの管理職の持ってる権限を生かしてや

るんだという気持ちで取り組んでもらえれば、もっとスピーディー的な形で物事は進ん

でいくんじゃないかと思うんですけど、こういう方向の改善的な思いというものはいか

がでしょう。

○議長（安部 重助君） 総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。改善項目といいますか、いろんな項目

が、いろんな取り組みの方法があるんですけれども、今おっしゃってる部分でいうと複

数あると思うんです。１つは、住民サービスの向上というところで、アクションが遅い、

回答が遅いということ、全般的に含めてお待たせしない取り組みという取り組みがあり

ます。少しレベルが違いますが、今回の研修の中でも、窓口業務の中でお待たせをしな

いようにということをテーマに上げてる課が複数あります。どのような手法でお待たせ

しないかということをやろうかというふうな計画を各課で立ててくることになります。

今、藤森議員さんの御質問にあります部分も同じだと思います。住民要望であるとか、

いろんな要望が出たときに、いかにそれを早く実施、実現していくかということについ

て、またそれをテーマに取り上げて検討を進めていくということもぜひやるべきだと思

います。もう一方の角度では、行革の角度でもそうです。効率化、スピードアップとい

いますか、停滞している部分、会議となりますと、それだけ人件費がかかるということ

になりますので、スピードを上げるという切り口においても、必要最低限の時間で進め

ていくというふうなことも考えていくべきであるというふうに思います。きょういただ

きました御質問の中身、しっかりと受けとめさせていただいて、何らかの対策がないか

ということも管理職会等で検討していきたいと思います。ありがとうございます。

○議長（安部 重助君） 藤森正晴議員。

○議員（11番 藤森 正晴君） 早い、スピーディー的な対応をお願いしたい。

もう一点、それぞれ課でミーティングなりをする中で、情報の共有化ということをよ

く委員会の中で出てくるわけなんですが、この共有化がどこまでいっておるのかと、ち

ょっと疑問に思いました。といいますのは、議会の報告会がありました。その中で、あ

る職員の中から、今、病院問題が出とるんですけど、どうなっとるんですかというよう

な質問があったわけなんです。議員さんはどう思われてるんですかという質問であれば、

これは理解できるわけなんですが、職員の中から出たいうことは、ぱっと大まかなこと

は、そういう情報の共有化ができても、現在こういうことが進んでいるというような、

そういう情報の共有いいますか、連絡は行ってないかと思うんです。そうでなければ、

そういうような質問は出なかったと思うんですけど、そこの共有化というものは、どこ

のあたりまでの共有化と解釈したらいいんですかね。

○議長（安部 重助君） 総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。その発言をした職員が、議会説明会の

ときに私も同じ会場におりまして、ちょっとびっくりしたようなことやったんですけれ
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ども、情報の共有といいますのは、基本的に課員に流すという、定例的な部分でいえば、

管理職会議ということになります。管理職会議の中では、口頭では伝わりにくい部分も

あるので、必ず一定の様式を決めた報告様式をつくりまして、各課がつくってくるとい

うことになるんですが、そこに載ってない部分については、課長が各口頭で課員に伝え

ていくという作業になります。そこが不十分であるというのも従来から言ってまして、

しっかり伝えてくださいというふうには申し伝えております。伝えたタイミングのとき

に、その職員がいなかったのか、伝えなかったのか定かではありませんが、全般的には

病院の情報であるとか、そういった細かい部分は伝えておりませんけれども、大まかな、

今まだ検討中であるとか、２案あるんだとか、そういった部分はほとんどの職員は知っ

ているという状況で進んできておりますので、たまたまかなというふうに思ってます。

以上です。

○議長（安部 重助君） 藤森正晴議員。

○議員（11番 藤森 正晴君） そういう形で情報の共有、大事なとこはしていただいて、

同じ思いを持って進んでいくんだと、また意見を出していただくという形で進めていっ

ていただきたいと思います。

次、２つ目の質問に入ります。本年度も昇任試験が行われたと思います。去年から始

まったわけなんですが、その結果と昨年度の合格者を含む昇任の思いはどのように持っ

ておられますか。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 本年度は６名が昇任試験を受けまして、全員合格しておりまし

て、本年度も職員のやる気があらわれたものと思っております。昨年度の合格者のうち、

既に副課長に昇任した者が１２名で、残る９名と本年度合格の６名については、来年度、

人事配置時に管理職の世代交代も意識し、適切に任用していく予定でございます。

以上、答弁とさせていただきます。

○議長（安部 重助君） 藤森正晴議員。

○議員（11番 藤森 正晴君） ６名全員合格ということで、その中で、去年も質問の中

で、昇任、全部が全部できないと、その中でできなかった方たちのフォローは、副町長

面談等でフォローしながらやっておるんだというような答弁があったわけなんですが、

副町長、フォロー的な面談ということで、お気づきの点、また意気込みいうものを感じ

られたところがありましたらお聞かせ願います。

○議長（安部 重助君） 副町長。

○副町長（細岡 重義君） 細岡でございます。昇任試験につきましては、今回６名それ

ぞれ合格しております。この期間ですね、５年間有効ということにしておりまして、昨

年、昇任試験に合格した者については５年間有効でございます。ことしについても、こ

れから５年間有効ということでございまして、その間に管理職に上がらなかった場合、

再度もう一回昇任試験を受けていただくというようなシステムにしております。
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そういう中で、管理職に上がってない者についての管理職の面談については私のほう

でやっておりますが、意気込みは物すごくありますけども、やはりその上の定数的なも

のがございまして、今のところは外れているという状況でございます。それぞれ試験を

受けた中では、それぞれの職員全てが意気込みは十分にあるというように感じておりま

す。以上です。

○議長（安部 重助君） 藤森正晴議員。

○議員（11番 藤森 正晴君） そこらはしっかりフォローをしていただかなければ、何

の昇任試験やったと。合格したけど、５年間、これは最高５年やね。長い中で、そこま

でのしっかりとしたモチベーションを持ついうのは非常にくたびれると思います。そう

じゃなしに、やはりした以上は、また責任を与えるなりというような形でしっかりとや

る気を与える方向のフォローいうものをしっかりしていただきたいと思います。

次、３つ目の質問に移ります。新職員の採用状況と教育指導はどのようにしてるのか。

また採用のときに、昇任試験も含めてなんですが、論文のことの点数評価を民間企業を

参考にしてると思うんですが、これをどのように受けとめられての結果を出しておられ

るんですか。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） それでは、新職員の採用の状況と教育指導及び民間企業の評価

についてでございます。

まず、来年度の新職員採用は６名を予定しておりまして、まずは播磨自治研修所で新

任職員研修を受けさせるとともに、配属先の各課においてエルダーと言い、指導する先

輩職員を定め、指導しております。また、その指導する立場の先輩職員には、指導する

ための研修も実施しております。

次に、採用時、民間企業の評価を参考にしているが、どのように受けとめているのか

についてであります。

採用試験では、一般教養試験と作文もしくは専門職試験と面接、昇任試験では、教養

試験と論文試験及び口頭試問であります。うち民間企業に出題、採点を委託しておりま

すのは、採用試験では、一般教養試験と作文もしくは専門職試験、昇任試験では、論文

試験を実施しております。一般教養と専門職試験については知識⋞学力を、作文及び論

文については思考力や表現力を評価しているものでありまして、それだけでその人の全

てがあらわれているわけではありませんが、一定程度客観的な能力をあらわしているも

のとして受けとめております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

○議長（安部 重助君） 藤森正晴議員。

○議員（11番 藤森 正晴君） 私が聞きたかったのは、民間企業の評価をどのように受

けとめてるのかという中で、ただ、試験採用的な得点としての受けとめなのか、それと

も１つの私の思いは、昇任試験も含める中で、論文なりの評価をその業者に面接も含め
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ながらさせて、あなたは論文の中で、こういう意気込みなり、こうやりたいということ

の明記をしておられますけど、本当に何を求めて、何をしようと思うてるんですかとい

う、民間の企業からの面談いいますか、それによって判断してもらうということも一つ

含めるべきじゃないかと。

それぞれ町長なり副町長も、こっちの側の知った中での最終的な参考にするがために、

それは必要じゃないかと思うんです。民間が面談して、ああ、この男は本当にやる気が

あって、こうだという結論を出すのと、またこちら側の知ったんが出すのと思いいうも

のが違ってくると思いますので、本当に違う方面から見た意気込みというものを面談な

りで引き出していただいて、その民間企業の答えを大いに参考、またイコールでもいい

ですから、そういうことによって、それぞれ職員のライバル意識が、頑張ろうとか、ま

たやろうという意気込みも違ってくると思うんですけれど、今までの現状からいえば、

年功序列といいますか、そういう形で昇任、また新採用の職員採用にしても、第１次の

合格点、上からずっと順送りの採用的に、これは私の思いだけなんか知りませんけれど、

そういうふうに思うところがあるんですけれど、そこらはしっかり一遍民間企業に、そ

ういう形の採用といいますか、昇任的なものを含めれば、またそれぞれの職員なり、ま

た新しい職員の意気込みも違ってくるように思うんですけれど、いかがでしょうか。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 民間企業といいますか、民間における面接試験という御提案で

ございます。私といたしましては、民間による面接試験ということは考えにございませ

ん。特に昇任試験ということになってきますと、日ごろからの執務状況、そしてまた管

理職面談における副町長の認識、そういうものに基づいて昇任試験での面談もやってい

るわけでございまして、ただし、論文については、やはり客観的な物の見方で評価をす

るというのは、これは私自身よいことだというふうにも考えております。

ほかの市町におきましては、作文も全て自分のところで評価するというところもござ

いますが、全てを役所でするということではなくて、必要に応じ、民間の評価もいただ

くということは大事だろうというふうに思っております。ただし、やはり面接について

は、いわゆる雇用している側の責任として、しっかりとその人を見るという、そういう

ことを、それが責任だというふうに思っているところでございます。以上です。

○議長（安部 重助君） 藤森正晴議員。

○議員（11番 藤森 正晴君） そういうことも含めながら、民間企業にもそういう参考

とすることも一つの、思いの違いもあるし、そういうことだなというようなこともあろ

うと思いますので、ひとつ利用できるんであればしていただいたら、また違う形の思い

というものが出てくると思いますので、よろしくお願いをします。

それと、新しく職員を去年採用して、この３月からそれぞれの部署に所属されておる

わけなんですが、去年度、残念ながら入って間なしに退職と、また若い職員がやめた中

で、しっかりとそういう形の指導なりフォローというものをお願いしますというような
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ことも言ったんですけれど、そこで、新しい課に所属されたのは、総務課、住民生活課、

地域振興、建設課ですかね。もしそれぞれ担当課長、新しい職員、また部下に対しての

こういった思いの指導をしておるんだというコメントがありましたら、一言だけ、もう

時間がありませんので、総務課長はしっかりできとると思うんですけど、総務課長、短

い時間でお願いします。

○議長（安部 重助君） 総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。新人職員は、本当にエルダーという制

度でそれぞれ指導、先輩職員がついてます。それ以外に、ここ最近、昨年のことがあっ

たという、残念な結果があったということで、全職員意識してます。ですので、新人を

よく本当に見てます。声かけもできてます。特にことし、周りの環境ということもある

んですが、採用された職員が男子ばっかりですけれども、本当に仲がよくて、お昼は一

緒に食べてますし、週に１回程度といいますか、頻回に交流会も行っていると。そのあ

たりを職員、私たち管理職として見てまして、お互いに意見交換をやってたりとかして

るなというふうに見てます。そこは注意深く見てます。また、人事担当の総務課として

も、一度そういった若者を一堂に会して、自由に意見を言わせるという場面もつくって

いくということも計画しております。そういう意味では、現在は、昨年入った職員たち

は、いい仲間に恵まれて、今順調に育ってるんではないかなというふうに思ってます。

以上です。

○議長（安部 重助君） ほかに特に課長さんから何かございますか、新入職員について

コメントありましたら。

地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） 地域振興課、野村でございます。地域振興課、昨年も

新任配置がありまして、ことしも２人、新任を受け入れさせていただいております。そ

の２人につきましては、大卒の男の子とＪＲから転職してきた男の子、ちょっと年がい

ってますけど。その２人とも非常に熱心な仕事ぶりで、私も関心しております。特に中

途採用の職員につきましては、今までの経験、接客も経験しておりましたので、即窓口

業務も対応できるというような状況でございまして、我々も一緒に仕事をしながら、頼

りになるなと、ええ子が入ったなと喜んでおります。大卒の子につきましても、観光の

仕事をやりたいという意気込みを持って来ましたので、熱心に取り組んでおりまして、

課として非常に戦力になってありがたいと思っている感想でございます。以上です。

○議長（安部 重助君） 住民生活課長。

○住民生活課長（吉岡 嘉宏君） 住民生活課の吉岡です。私どものほうにも１人、若手

の男子が入りまして、特に周り近所の先輩と仕事上のやりとりをし、教えてもらいなが

ら、また真面目に仕事をし、私が面談をしても、今困ってることとか気になることはな

いですかというようなやりとりもするんですけども、非常に、いや、そんなことはない

と、楽しく仕事できてるし、周りの先輩は特に親切で、よく教えてもらってありがたい
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と思ってますということで、本当によかったなというところです。以上です。

○議長（安部 重助君） 建設課長。

○建設課長（石堂 浩一君） 建設課、石堂です。私の課にも若い職員、男性ですけども、

入りました。それで、建設課、技術職というんですか、技術の関係しているのが４１歳

が一番若いということで、非常に高齢の中で若い職員が１人入ったということで、大い

に楽しく思っております。それと、仕事が全くの技術のほうを今やっていただいており

ます。それで、現場、そして設計のほうも、そんなに大きなもんじゃないですけど、小

さいものから今技術のほうを習得しておりますし、ことしも県のまちづくり技術センタ

ーのほうへ技術の研修に積極的に行っていただいて、そういう技術の習得を今やってい

ただいております。

その中で、建設課の中はどうやということを聞いてみますと、非常に仕事はおもしろ

いということで、何かやる気満々で、今、毎日頑張っていただいております。その中で、

仕事の内容も先輩のほうからいろいろ教えていただく、それで、今は非常にやる気があ

って、おもしろくて、現場へ行って一つ一つそういう技術の習得をするのが非常におも

しろいということで、非常に意気込んで今仕事をしていただいているような状況です。

以上です。

○議長（安部 重助君） 副町長。

○副町長（細岡 重義君） 細岡です。１０月に各職員から私のほうに課の状況調書とい

うことで入ってまいります。この新人５人についても、いろいろと意見をくれておりま

す。その中で、課の雰囲気はよいとか、本当に充実してると、そして１日が早いとか、

もう十分にやりがいがあるというような、いろんな前向きの意見をくれておりまして、

マイナスの意見はこの５人ともなかったように思います。以上です。

○議長（安部 重助君） 藤森議員。

○議員（11番 藤森 正晴君） 非常にいい指導なり教育をされてると思います。という

証拠に、出会うたびに元気ないい挨拶が返ってきます。あら、どこの子かなと思いなが

ら、新しい子やなということを感じます。ひとつ仲よく、いい雰囲気の中で指導なり仕

事をしていただきたいと思います。

次に、最後の３点目に入ります。自転車通学に保険加入制度をという点でございます。

県は、自転車保険の義務化を条例制定に向け、進めております。我が町においても、

中学校の自転車通学に自転車保険を公費での加入を検討すべきではないですか。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 自転車通学に保険加入制度をの御質問につきましては、教育長

のほうから答弁をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 教育長。

○教育長（澤田 博行君） 澤田です。県が条例化を進めている自転車保険ですが、近年、

自動車と歩行者の間の事故が増加する中で、自転車側が加害者になり、その過失による
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被害者への賠償に対し、条例化により保険加入を促進し、補償対応をしようという趣旨

のものです。あくまでも賠償の責任が発生する場合は、加害者側の過失によるものであ

り、それに対する保険ですので、基本的には公費ではなく、個人が負担するものである

と考えております。

なお、町としまして、これまでに全国で自転車事故において多額の賠償額の事例等も

ある中で、条例化にあわせて住民の皆様への加入促進について啓発していく必要がある

と感じているところです。

詳細につきましては、教育課長から御説明を申し上げます。

○議長（安部 重助君） 教育課長。

○教育課長（松田 隆幸君） 教育課、松田です。私のほうからは、中学生が現在入って

おります保険の加入状況につきまして御説明をさせていただきたいと思います。

まず、中学生の通学に対応しております保険としましては、通学時も含みます学校管

理下での負傷、疾病につきましては、日本スポーツ振興センターの保険に町費と保護者

負担、それぞれ２分の１の負担で全員が加入しております。これにつきましては町内の

公立の幼⋞小⋞中学校の生徒⋞児童全員でございます。また、管理下ではなくて、ＰＴ

Ａの主催する事業に関しましては、ＰＴＡが独自で加入をしておるところでございます。

これ以外につきましては、個人の責任の範囲となるところです。

次に、自転車に係る賠償責任保険につきましては、調べましたところ、町内の自転車

専門販売店を含む自転車安全整備士が勤務する自転車安全整備店で購入された自転車に

つきましては、公益財団法人日本交通管理技術協会によります傷害補償及び賠償責任補

償、これにつきましては賠償限度額が５，０００万円の補償ですが、それに必然的に附

帯されて入ることになっております。この保険の有効期間というのは１年でありまして、

１年後にそれらの店で点検、整備をすれば、引き続きその補償を受けることができると

いうふうになっております。

なお、整備⋞点検料につきましては、町内の自転車店では約１，０００円、これは部

品等の代金は除くものですが、整備費で１，０００円程度と伺っておるところでござい

ます。それによりまして、一応賠償責任が補償されるというようなことになっておるよ

うでございます。

また、民間の保険会社では、自転車に限定した保険や総合的な保険の中で自転車事故

における賠償責任補償も補填する保険の取り扱いがあります。いずれの場合も任意の加

入でありまして、教育長からの説明もありましたように、公費での負担ではなく、今後

も個人負担として、加入促進を図っていきたいというふうに考えておるところでござい

ます。以上です。

○議長（安部 重助君） 藤森正晴議員。

○議員（11番 藤森 正晴君） 当然自分の個人のものですから、個人のほうから入って

くださいというのは当然であろうかと思いますけれど、それぞれ通学によってはバス通
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なり、また徒歩、自転車、いろいろとある中で、公平、不公平も出てくるわけなんです

が、今言われた保険の中で、対人的なものが通用するのか、そういう問題もあるんです

けれど、これこそ町長が中学生の医療費無料化等々を含める中で、子育ての支援の一環

で、我が町が最初にやるんだというような意気込みの中で考えていくべきことであろう

と思います。時間がありませんので、答弁はよろしいですけれど、しっかりとその中で

含めて、支援の中で実行することに、またそれぞれ子育て、また人口増にもつながって

いこうという思いもありますので、ひとつ検討していただきたいと思います。

いろいろと言ってまいりました。時間がないので大変残念なんですけれど、今回、選

挙の投票率が上がりました。神河町は、それだけ行政に関しての関心があるんだという

ことも打ち出しながら、それと議長も私も随行して東京に行ったときには、それぞれ議

員さんのところに挨拶に行くわけなんですが、先般も議長が行かれたときに、町独自の

こういうものをやるなら力入れてやりましょうという、谷さんの議員ですけれど、そう

いう力強いお言葉もいただいております。ほかの議員さんもそういうことがありますの

で、我々、今まで言うたことも含めながら、独自でやるんだという政策なり思いがあり

ましたら、遠慮なしにどんどんどんどん先生のところへ行かんことにはいかんと思いま

す。

ただ用があるから行くんじゃなしに、なかっても行って、行けば、何かそういうもの

の答えが返ってきますよ。議長が行かれても、いろいろ何もないけれど、何かを持って

帰ってきておられます。世間話でもいいです。こんな話があるんや、こんなんがあるん

やという他町の話でもいいです。帰ってこられることによって、また次のヒントなり違

う財源が生まれてきますので、県、国、どんどんどんどん足を運ぶとともに、また職員

もいろんな気持ちでやるんだという意気込みの中で、自分らで政策を考え、また実行し

ていただきたい。先ほど言ったように、自分の権限の中でやるんだという思いで、これ

はうちの課がやるんですよということを、会議云々やなしに、通してやるという、そう

いう意気込みでしっかりとやる気、汗を流して頑張っていただきまして、私の質問を終

わります。

○議長（安部 重助君） 以上で藤森正晴議員の一般質問が終わりました。

○議長（安部 重助君） ここで暫時休憩いたします。再開を１１時ちょうどといたしま

す。

午前１０時４０分休憩

午前１１時００分再開

○議長（安部 重助君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

ただいまの時間から建設課参事も着席されておりますので、報告いたします。

それでは、引き続き一般質問に入ります。
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次に、４番、宮永肇議員を指名いたします。

宮永肇議員。

○議員（４番 宮永 肇君） ４番、宮永です。通告に基づいて質問をいたします。

ちょっと前置きが長いんでございますけれども、先般、神河町議会で第２回目の議会

報告会を開きました。これから先の時代、人口の減少に伴う厳しい財政状況となるのは

必至であります。この時代の流れの中においても、常に住民の安心⋞安全を優先する行

政の監視役を付託されている議会として、今なすべきこととしては、このような機会に

住民の方々から寄せられる御意見、御提言をしっかりと受けとめて、事業の推進や具現

化、事業内容の目的、工程、成果の精査であります。

また、行政、住民、議会として町を構成する方々が、お互いにその立場を超えて意見

を交わしながら、汗を流し、知恵を絞って、全ては町の存続と地域の活性化にとの考え

方を集約させながら、まちづくりに取り組んで行くことが必要なのだろうと考えており

ます。

これまでの行政のあり方として、まず人、人材の育成が急務であるとして、職員の資

質向上に向けた種々の取り組みが重点的に行われてきました。それには、それなりの成

果を見るほどになっていると考えられていますが、今回の議会報告会においては公共工

事における仕事の質ということにかかわる指摘を受けております。

そこで質問をいたします。まず、公共工事の品質について住民からの御指摘、つまり

仕事の完成度についての住民の方々の目線における評価です。これに対して、工事完了

とみなす発注者である役場担当課、管理監督をされる立場にある方々の見解を尋ねます。

まず１つ目は、発注された仕事の品質管理には、どのような基準が用いられ、それが

どの程度のレベルなのかということをお尋ねします。

また２つ目には、町内における公共工事は、町内事業所に発注され、結果的に町内で

の経済循環に供されることが理想でありますが、一方では発注者側の示す技術基準と品

質管理が普遍的に達成されていることが必須条件として、しっかりと認識されていなく

てはならないのです。今後の時代の流れで、さらにレベルアップが求められる中、技術

の向上、品質管理の徹底と、仕事への意識高揚等への取り組みを常に求めていく発注者

側の職務と考え方をどのようにして受注者側である事業所に周知徹底させるのか、まち

づくりの基本である公共工事への理念を互いに共有するためにはどうするのがよいのか、

これをまずお尋ねします。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） それでは、宮永議員の１番目の御質問にお答えさせていただき

ます。

まず、建設工事を実施するには、建設業の許可が必要であり、資格を有する技術者の

もとで請負契約からの責任施工が基本であります。加えて、発注者の指示にはしっかり

と従っていただく。そのことをさらに徹底してまいりたいというふうに考えています。
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また、土木工事に係る品質管理につきましては、土木工事施工管理基準をもとに、工事

の工種別に試験方法や規格値などを定められた内容で施工管理を行っております。また、

技術基準につきましては、土木技術管理規程集をもとに、道路編、河川編及び橋梁編な

どを用いて工事設計を行っております。

土木工事の技術力アップを図るために建設課職員には、毎年、兵庫県まちづくり技術

センターが開催しています技術研修に積極的に参加し、土木技術の向上を図っていると

ころであります。また、受注者側である神河町建設業協会の三役と施工技術の向上に向

けた協議を行い、平成２７年度におきまして、兵庫県まちづくり技術センターから講師

を派遣していただき、町職員と建設業協会の皆様と合同の研修会を開催する予定で進め

ているところであります。それにより、行政と施工業者の技術、品質管理の再確認と土

木工事の技術力アップを図っていき、工事の均一な施工を目指していきたいと考えてお

ります。

以上、１つ目の御質問に対する答弁といたします。

○議長（安部 重助君） 宮永肇議員。

○議員（４番 宮永 肇君） 今の御答弁でございますが、各建設業のみならず、いろ

んな工事関係、設備関係いうことで、それぞれの立場といいますか、それぞれの業界で

の一つの基準というのが当然あるべきでございまして、それのとおりに仕事は進められ

るということなんですが、決まりは決まりとしてあって、仕事は実は別に動いていると

いうふうな現実が非常に多いというふうなことでございまして、それをどのように徹底

させるのか、どのように周知させるのかということが実は非常に難しいということがご

ざいまして、この町内の仕事というふうなことでどうこう言おうというつもりは今ござ

いませんけれども、我々がかかわってる業界なりなんなりということでいきますと、今、

世代交代で技術のレベルがかなり落ちて、それがうまく伝えられていないと。技術より

も仕事に対する思いそのものが伝えられていないというふうなことで、非常に社会問題

にもなってると。

２０年前につくった例えば設備の更新をしたときに、同じように仕事を頼んでも、う

まくいかないと、既にそういう技術が廃れてる、伝えられていないということがありま

すというふうな話でございまして、現実的に私どもで一つの仕事をしておるわけでござ

いますけれども、やっぱり後継者難というふうなことがございます。ですから、そうい

うことであれば、この町内のいろんな業者の方、事業所の方も全く同じことだろうとい

うふうに思います。そういうときに、ただ事業所だけの責任で、それを済ますというこ

とでなしに、やっぱり発注者側というのは、町内の事業所に仕事を発注して、町内の設

備なり施設なり、そういうものをつくってもらうということになりますと、やはりそれ

なりの支援というものをしないといかんのやないかなというふうな思いがありますので、

そこら辺の実態はどうなのかなというところをお聞かせ願いたいんです。よろしくお願

いします。
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○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） ただいまの質問につきましては、建設課長のほうから答弁させ

ていただきます。

○議長（安部 重助君） 建設課長。

○建設課長（石堂 浩一君） 石堂でございます。今、町長のほうからもありましたとお

り、実は１２月の８日に建設業協会の三役の方と相談というんですか、意見交換を行い

ました。その中でも、確かに議員さん指摘のとおり、後継者不足というところもありま

した。それで、まずその中で技術力アップとかいう問題もありまして、それにつきまし

ては、協会の中でも検討していく。そして、一つのやり方というんか、初めてなんです

けども、来年度は町と、それと協会と合同の研修を通じて、そういう品質管理とか、そ

ういう決められたものばかりの内容ではなく、もっと現場に沿った現実的な実例を挙げ

たような、そういう研修会をやっていって、本当にこういう、特に県の仕事になってく

ると思うんですけど、そういう仕事の内容で、こういうことがありましたというような

内容報告を受けて、そしてこういう工事の場合はこうなんですよということを具体的な

内容で研修していきたいなと考えております。

その中で、議員さんのほうから、後継者不足によって、その問題を発注者側である町

のほうはどうしていけばいいのかという非常に大きな問題であろうかと思いますけども、

建設課としましては、発注者の立場としましては、やはり協会の実情を再度くみ上げて、

たくさんの業者さんがおられますので、おのおのの組織というんか、会社の中身は違う

と思いますので、その実態を再度確認していきながら、その内容をもとに今後考えてい

きたいかなと思います。以上です。

○議長（安部 重助君） 宮永肇議員。

○議員（４番 宮永 肇君） 役場から発注される仕事というのは非常に難しいと思う

んですよ。要は仕事というのは、発注者側と受注者側のいわゆる人間のつながりがなけ

れば、うまい結果が導き出せないということがよく言われます。それは普通、建設業で

あっても、ほかの仕事についても同じですけれども。ただ、一般的な言い方ですと、業

者と余り近づくと、いろんなまた不都合なことが起きやすいということで、ある程度の

距離を置かないと話ができないというふうなことで、そこら辺にちょっともどかしいと

ころがあるんではないかなと思うんです。どちらの事業所とか業者の方にしても、これ

まで世の中の発展とともに、どんどんと仕事もこなし、技術も蓄え、ノウハウを蓄積し

て仕事をしてこられたんですが、人間必ず年をとりますので、そこら辺での人間のつな

がりが切れていったり、技術の衰えがあったりというふうなことで、昔とったきねづか

で何でもやれると、経験があるといいながら、実はかなり考え方も衰えて、うまく対応

ができないという場合に、そこを例えば排除してしまうというわけにもいきません。や

っぱり町内の仕事というのは、我々から見ると、仕事は町内に出してもらって、町内で

の仕事をこなして、町内で暮らせるというふうなことが一番基本ではないかなというふ
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うに思いますので、それが近づき過ぎてもだめ、離れてもだめというふうなことで、非

常にもどかしいというふうなことになるんですけれども、そこら辺で町の思いなり、施

主としての考え方をどのように伝えていくのかというふうなところを具体的な例で考え

てもらって、考えるべき、解決すべき課題とかいうふうなものがあるんであれば、お聞

きしたいんですけれども。

やはり発注者側の希望というのは、人間的なつながりでもって業者側に理解をしても

らわないとできないと。ただ目方だけ合ってる、長さだけ合ってるというふうな仕事に

終わってしまうんでは、これはどうしようもないと。やはり業者側のリード的な、この

仕事はこうやるんです、私は自信を持ってやってますというふうなところで、頼もしい

人がおられても、それはもう既に過去の話になってきまして、現在では間に合わせの人

数だけでやってしまおうというふうな傾向もやっぱり出てくるようでございますので、

そこら辺のノウハウ的な管理とかいうふうなことをどのようにしてつなげていくのかと

いうふうなところをお聞かせ願いたいんです。よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 建設課長。

○建設課長（石堂 浩一君） 建設課、石堂でございます。確かに議員さんの言われると

おりでございます。私が役場に入ったとき、ある業者さんですけど、コンクリートを打

つのがちょっと遅かった。それで、そのコンクリートの仕上げに夜中までかかって仕上

げておられた社長がおられました。そういうこだわりを常に持って、その社長いわくは、

やはり私たちはいいものをつくりたい。役場から仕事をもらって、その仕事をいいもの

で返していく、これが私らの仕事ですよということで、常にいろんな仕事に対して、こ

だわって、こだわって、そしていいものをつくっていくんだという、そういう社長でし

た。それが今言われるとおり、若い世代に、後継者にその信念というんですか、そうい

う気持ちが伝わっているのかというところだと思います。

同じ仕事をしてもちょっと見ばえが悪くなってしまう、それはちょっとしたこだわり

が欠けていたかなというような感じの仕事の内容かなと思います。常に私のほうから、

今から協会のほうにも伝えていきたいのは、そのようにこだわって、品質管理とかいう

のは決められたもんですから、基準に合ったらいいんですけど、それ以外で本当にちょ

っとしたことですね。そういうふうなこともこだわっていくというような後継者づくり

に協力していただくようにということは、今から申し述べていきたいなと思います。以

上です。

○議長（安部 重助君） 宮永肇議員。

○議員（４番 宮永 肇君） 建設課長もいろいろ御苦労されてるようなところがちょ

っとうかがえるんですけれども、昔は職人さんというのはやっぱりこだわりがありまし

て、人に負けない技術、自分のやった仕事を見てくれというふうな考え方で、思いのた

けを凝らしたような仕事というのが目に見えてたんです。ところが、現在はほとんどの

仕事は機械化されてきますから、誰がやっても一緒だというふうな感じで、適当な仕事
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になりつつあると。ですから、例えば木材を使うにしても、セメントを使うにしても、

それなりの環境といいますか、温度、条件、湿度というふうなものによって、いろんな

形があります。やっていい時期、やってはいけない時期というふうなものもあるという

ふうなことで、仕事に生きるというふうな思いでやってきた人たちが今の世の中をつく

ってきてるわけですが、ただ、でき上がったものは誰がやっても同じですけれども、そ

れが５年でだめになるのか、１０年でだめになるのか、ここら辺の差が出てくるわけで

す。

ですから、値段さえ安ければいいということでやるんでは公共工事の意味がありませ

んので、やはり最低２０年、３０年、４０年というふうなことで、昔はコンクリートは

１００年もついうて言われたんですが、今では４０年しかもたないというふうな時代に

なってますので、そんなはずはなかろうというふうなことを言う人がいないんです。た

だ、それぐらいの仕事でいいんだというふうな感じになってるんで、それではやっぱり

いかんやろうということになって、公共工事というのは、一つは税金でやるわけですか

ら、血のにじむようなお金でやってるんだから、曖昧な仕事では困るというふうなこと

を発注者側で業者を叱りつけてでも自分たちの方向に従わせるというふうな強い意思を

持たないと、仕事はできないというふうなことになります。ですから、業者のペースに

乗ってやってしまいますと、後でいろんなトラブルが起きても、共同責任のような形に

なりますから、有償でクレームの処理をせないかんというふうなことになってまいりま

すので、やっぱりどうするのかというとこになりますと、発注者側がまず意識を変えろ

というふうなことになってまいりますので、そこら辺の考え方をどう展開していくのか、

どう業者に伝えるのかというふうなことでございますので、いろんな我々の関係でも、

いろいろと不都合、クレームを起こすところもあるんですが、なあなあで済ませますと、

いつまでも再発を繰り返すと。

ところが、しっかりととどめを刺すような指導をしますと、以後そういうことは起き

ないというようなことになりますので、私、たまたまことしから産業建設常任委員会に

も席を置かせてもらってるんで、現地視察とか、いろいろ見せてもらったりして、先輩

の議員からもいろいろ聞いたりしまして、仕事にばらつきが非常に多いんではないかな

と。それを実は議会報告会で指摘をされたわけです。それに対して、確信を持って返事

ができるかどうかということになります。やっぱりそのときそのときのある部分業者に

任せたままというんでは、これでは言いわけにも何もなりませんので、まず自分が設計

して、自分が選んだ工法で、自分が指定する業者にやってもらいたいというのが本来の

仕事のあり方ですが、それがままならないと。ある違うレベルの尺度でもって業者が決

められてしまう。そうなると、仕事が果たしてできるのかどうかわからないと、こうい

うことになるんですけれども、それを防ぐための工夫というのを何かやらないといかん

と。神河町様式ということで、非常に厳しいレベルをやっぱり掲げておくことが必要で

はないかなというようなことを考えてるわけですが、そこら辺のお考えはどうかなと思
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うんですが。

○議長（安部 重助君） 建設課長。

○建設課長（石堂 浩一君） 工事におきましては、今、工事の出来高というんですか、

成績表ということで、点数で評価している状況でございます。その中で、やはり今、議

員さん言われるように、現場現場できれいに仕上がっているところと、ちょっと首をか

しげるようなところもあるのは事実だと思います。その中で、品質管理、それから基準、

あくまでも設計でその構造物がちゃんと強度があるものであれば、一応それは合格とい

うことになるんですけど、いろんな意味から、今の土木工事の評価ということで、それ

で今、議員さん言われるように、それがもうひとついいものではない場合、そういうと

きには、極端な話が、表現は悪いかもしれませんけど、そういう罰則じゃないですけど、

そういうふうなものも設けていかなあかんのじゃないかなというぐらいな気持ちは持っ

ております。

これにつきましても、協会のほうとも話ししました。それで、そういうような極端な

話がそういう罰則、内容はそこまでは話ししてませんけど、そういう罰則的なものも町

として毅然とした態度で設けるほうのが、業者としてもそれを受けた場合、次頑張ろう

というような気になるから、そういう罰則も今後考えていくべきではないかということ

を協会のほうから逆に提案があったぐらいでございます。それに対して、はいというよ

うな状況じゃございませんけども、そういうような内容も含めて、今後考えていきたい

なと考えております。以上です。

○議長（安部 重助君） 副町長。

○副町長（細岡 重義君） 細岡です。入札責任者として立ち会っておりますが、また違

う見方でございますが、このごろ入札を行う中で、入札に来られてから辞退ということ

で出される業者がふえてきました。今までは何でもかんでもとるんだというような感じ

を受けられたんですが、このごろ、辞退ということでされますので、二、三の業者の方

に聞きますと、やはりこの工事については、うちとしては、しっかりとした責任持って

する技術者がいないので辞退させてください。もう一つは、ほかに事業を入札で落とし

ているので、そこへ技術者が行っているので、そういうような監督ができないので辞退

させてくださいということで、今までやったら何でもかんでもとってという感じを受け

たんですが、このごろはやはり業者の方も責任を感じて、そういう中で、そういう監督

がいない、技術者がいないというときには、わざわざ入札に来られた中で辞退というこ

とで、そういうようなことも今ふえてきておりますので、何でもかんでも、むちゃくち

ゃでもやるというような、そういう状況ではないというように私は思っております。

○議長（安部 重助君） 宮永肇議員。

○議員（４番 宮永 肇君） おっしゃることはよくわかるんです。今、現場監督のか

け持ちはできませんから、１つの工事が終わって、また次のところへ行くということで、

大手のゼネコンでも、それで仕事量がうんと減ったというようなことでございますので、
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それはやむを得んのですが。ただ、町内の仕事ということは、やっぱり町内の業者、事

業所にお願いするということで、発注者側も受注者側も同じ町内で一つのまちづくりと

して仕事のやりとりがあってというふうなことで、そういう意識になってまいりますと、

やはり仕事に対する考え方が変わってくるんではないかなと。ただ、何だかんだ言いま

して、入札もかなり激しい競争になる場合も恐らくあると思うんですが、ただ単に金額

だけの話でもありませんけども、それは一つの例を申しますと、そういうことでござい

ますけれども、やはり技術基準というものがしっかりされてないと、値段だけの競争に

なったりすることもあるんではないかなという思いもするんですがね。

ですから、それを何か意識的にやはり町が行財政改革、意識の改革というふうなこと

で、さらに高いレベルを今求めてるんだというふうなことで周知徹底させるというのが

一番近道でございますし、業者さんのためにも、それが一番いいことでありまして、曖

昧なところで、ぬるい規格でもって認めてると、その業者が結局だめになってしまうと

いうようなことになりますので、やっぱりそこは厳しいものを示して、発注者側もそれ

だけの厳しさということに耐えてやらないかんというふうなことにしないと、いつまで

も工事が信用できない、仕事の内容が信用できないから、一々見て歩かんといかんとい

うようなことになって、取り返しのつかない時点でとがめられても、これもまたどうし

ようもないというふうなことがやっぱり繰り返されているんではないかなというふうな

思いもありますので、ほかの市町村で聞いても、そういうことがありますし、我々の身

近で仕事関係のところでも、そういうことも起きております。

もっと早く、もっと厳しく言ってくれたほうがよかったというような話もよくありま

すので、ですから、もうぼつぼつ合併１０年目ぐらいになってまいりますから、仕事の

基準というのは神河町はうんと高いレベルを要求しておると。それなりのやっぱり価格

的な、予算的な配慮もしておるというふうなところで、一つの高いレベルの仕事が集ま

るというふうな感じに持っていくわけにはいかないのかなというふうな思いがするんで

す。ですから、最終的にはそういうことが、いろんな意味で町にメリットが非常に大き

くなると。ですから、厳しい仕事を要求すると、仕事に対しても厳しい人が業者のほう

にも生まれてくる。そうなると、仕事も、いわゆる責任を持った仕事ということで、や

っぱり競争力もついてくるというふうなことになるんで、結果的にいい循環の回転にな

っていくんではないかなと思うんですが。いや、現実はそうではないということであれ

ば、遠慮なしに言ってもらったらいいんですが。そういうことにしないと、お互いに高

いところを求め合うことで、やっぱりいい仕事ができてというふうなことになってくる

んではないかなと思うんです。

ですから、それがただ単に仕事のやりとりで緩い関係になってしまいますと、絶えず

そういうことで気配りをしていうふうなことで、大変な苦労をさせられるということに

なるんではないかなという思いがありますが、一旦仕事にかかりますと、やり直しがき

かないんで、ほかの町でもそういうことがいろいろありまして、隠れてしまったらわか
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らないというふうな話もあったようでございますので、この町にそういうことがあると

はとても信じられないんですが、いつ、どういう感じになるかもわかりませんので、熟

練者をまず育てていくということで、これは業者、事業所の責任でなしに、発注者側が

支援をして熟練者を育てるというふうな仕組みにしていかないと、ちょっと難しいんで

はないかなというふうに思うんですが、お考えがあれば。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 公共工事の出来高基準といいますか、そういう議論だと思うん

ですけども、公共工事の発注、その後の施工管理ということにつきましては、冒頭の答

弁でも申し上げたとおりでございます。それに加えて共通仕様書というものもございま

すし、また特記仕様書というものも工事発注時の設計図書に追加する場合もございます

し、共通仕様書というのは、当然工事をする上においては当たり前の基準ということに

なっておりますから、そういうことを熟知した技術者を配置して、建設業許可をとって

いるということになりますので、そこには一定程度の出来高基準というか、見ばえも含

めた考え方というものは、全て仕様書の中に盛り込まれているということだと私は認識

しているところであります。

宮永議員が言われるように、もう誰もが出来ばえもよくて本当に喜んでいただける工

事というものを望むのが当たり前のことでございまして、これからやることとしまして

は、やはり入札時に一度リセットするといいますか、気持ちを一新にして、公共工事の

あり方というものについては、発注者側として入札参加者にその思いをしっかりと伝え

る。そして、法的に定められたものについては、それをしっかりと遵守していただく。

そのほか、建設課長が申し上げましたように、やはり工事評価という部分については、

成績表をしっかりとつけて、そしてそれに基づいた工事評価をやって、それが今後の入

札に反映するような形をとるというのが、公平公正という点から考えても一番わかりや

すいのではないかなというふうに思うところでございます。

しかしながら、人間の主観的な部分もどうしても入ってくるというところがあります

ので、そこをどうコントロールするかといいますか、そこが重要になってくるなという

ふうにも考えているところでございます。以前から公共工事につきましては、その評価

基準について議会の委員会の中でも議論をいただいておりますし、入札改革も含めて、

私どももこの間、研究もしてきているところであります。兵庫県からの指導も仰ぎなが

ら、本当によりよい工事がしていただける、しなければいけない、そういう意識改革も

含めて、これから担当課も含めて、一緒になって協議をして具体化をしたいというふう

に思います。以上です。

○議長（安部 重助君） 宮永肇議員。

○議員（４番 宮永 肇君） 町長おっしゃることはよくわかるんで、当然そうだろう

と思いますし、ただ、片方での思いで、実態はどうなのかなというふうな懸念があるよ

うではちょっとぐあい悪いんで、私は、次世代のやっぱり業界のリーダーのような人を
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たくさんつくっていくということで、町が主導して研修会といいますか、技術的な面の

支援とか、そういうことを町内の業者の方々に集まってもらって、町が主導して、いろ

んな思いとか技術とかというのを伝えていくということが一つの試みとして生かせるん

ではないかなというふうな思いがするんです。

かく言う私は、同じ仕事を４０年以上やっておりますけれども、やっぱり一つの業界

のもんでございまして、ダム⋞堰技術基準とかダム⋞堰検査基準というふうなものは非

常に厳しい内容、年々改定を加えていって、新しい時代といいますか、そういうものに

向けていうことで、国交省とか、そういうところがバックアップして、そういう規格を

つくっていくんですが、そういうものにどんどんどんどんついていかないと仕事が来な

いと。ただし、我々がやりますと、３０年でも保証できますというふうな仕事になって

きますと、やっぱり優先的に指名を受けるというふうなことになってまいりますので、

やはり業者の方には仕事本来の強みというものを持ってもらう、自信を持ってもらうと

いうことで、仕事が優先的に回ってくる、とれる。それは入札という関門はもちろんあ

りますけれども、やっぱりそういう人たちを生かせるような入札制度というものをまた

新しく構築すべきではないかなということですね。

ですから、いずれにしても、人の考えで、人の手でつくるものですから、それなりの

思いを込めて、それなりの考えを込めてやるような仕事というものにならないと、惰性

で流れるような仕事になってしまうとやっぱりぐあいが悪いと。そういうところを住民

の方々から指摘をされたような思いがしたわけです。自分たちがやってるときには、こ

んな仕事をしてなかったというふうな声が出てるということは、実はそういうことなん

だろうと思います。だから、仕事として簡単に流すんではないというふうなことがあり

ますので、やはり町内の仕事というものについては、皆さん常にそれを見てるわけです

から、それなりの謙虚な思いで、さらにいいものを求めているというふうな姿勢を見せ

られるということが業者の意識を変えるということにつながるんではないかなというふ

うに思います。そういうことで、何か新しい方向を示していただけるようになれば、業

者ともども、それは非常に住民にとっても喜ばしいことになりますので、御検討を願い

たいと思うんですが、いかがですか。

○議長（安部 重助君） 副町長。

○副町長（細岡 重義君） 細岡です。建設協会の役員さんとのお話の中で、きちっとし

ない業者があれば指名を飛ばすなり外すなり、そういうような手だてもしていただいて

よろしいですよというような話も聞いております。やはり協会の信用にかかわるという

ことで、本当に役員さんについては、しっかりとした仕事をしたいというように思われ

ております。そういう中で、建設協会のほうでは、それぞれ研修されていると思うんで

すが、行政と建設協会との研修というのが今までなかったもんで、課長が言いましたよ

うに、来年度においてはきっちりとした研修を積んで、それを１回じゃなく、何回も積

むことによって技術を向上させていただくということに向けて、来年は取り組むという
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ことでございます。

○議長（安部 重助君） 宮永肇議員。

○議員（４番 宮永 肇君） 余りこだわった話もできませんので、昔から言いますけ

れども、仕事を発注した側で業者の仕事ぶりを見て、どうも歯がゆくてならんと、だめ

なら自分がやって見せるというぐらいの気迫を持って発注というんですか、指導をして

もらうと。ですから、職員の方も、それなりのいわゆる資格を今持たれて、技術研修も

されてるようですから、やはりそういうことで、指導していくというような立場で仕事

に臨まれるのが我々としては願いたいなというようなところでございます。

次の質問に移らせてもらいます。神河町長期総合計画後半期への取り組み方について

尋ねます。

まず、合併後の町政の発展を含め、将来のまちづくりへの方向を示し、夢を育む取り

組みが展開されようとしております。少子化の進む現況の中、子育て世代を圧迫するよ

うな経済的環境が到来しようとも、町行政としては、将来のまちづくりの担い手を育て

ていくことは最重要事業とも言われております。

今回の議会報告会で、全国的に発信できるような特色あるふるさとを誇りに思う教育

というふうな言葉、メッセージなどを考えたらどうですかというふうな御提案を受けま

したが、既にこれまでいろいろ言葉を尽くして、いろんな方向を目指したり、いろんな

ことをアピールしたりいうことにしてますが、本来本当に人の心に焼きつくような言葉

で、ふるさと意識というものを終生いわゆる抱き続けることができるような町というふ

うなものをどうやって人に印象づけるのかということが今問われておるわけでございま

す。

こういう御提案のあったときに、たまたま教育の課題とかいうふうな言葉を使って説

明をしておりますと、課題というのは、どうもマイナスのイメージがあるんで、そうい

うことばかり言わんと、もっと希望を持てるような言葉で教育というものを論じるべき

ではないかなというふうな意味の御提案でございましたので、今ここでちょっと御披露

をしておるわけでございますけれども、さらにふるさとというものを強く認識してもら

うような、そういう言葉といいますか、そういう活動といいますか、そういうふうなふ

るさとづくりというふうなことについてのお考えがあれば聞きたいんですが、いかがで

しょうか。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 宮永議員の質問にあります特色あるふるさとを誇りに思う教育

については、長期総合計画後期基本計画において、「自然から学ぼう、心の豊かさと愛

着を」というまちづくりの合い言葉のもと、子供たちのふるさとに対する愛着を育て、

町中や里山で遊ぶ子供たちをふやすという施策を展開することとしているところです。

そのために、ふるさと学習を活用し、将来住み続けたいと思える児童⋞生徒をふやす

という成果指標を上げているところです。また、平成２３年に策定いたしましたかみか
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わ教育創造プランにおきましても、豊かな体験活動や交流活動を創造し、特色ある神河

教育を推進するという重点目標を掲げ、さまざまな体験活動やふるさと学習、伝統⋞文

化の教育の推進を学校教育の中で積極的に推進するとともに、地域においても伝統文化

の伝承を中心に、地道な活動を継続的に取り組んでいただいているところです。

そういう中で、今回議会報告会で提案されました特色あるふるさとを誇りに思う教育

の言葉やメッセージの全国への発信については、神河の教育活動の中で、一つの方法論

として検討したいと考えています。基本は、例えばこれまで伝承されてきているお祭り

屋台や太鼓、獅子舞などをまずはしっかりと地域で守り、子供たちに伝え続けていただ

くことで、そのための支援を町としてしっかり進めていくことであると考えます。

また、学校では、地域と連携や、地域にある歴史、文化などをふるさと学習として活

用していきたいと考えるところであります。

なお、学校、地域、行政での具体的な取り組み等につきましては、教育長から御説明

いたします。

○議長（安部 重助君） 教育長。

○教育長（澤田 博行君） 澤田です。具体的な取り組みについて説明していきたいと思

います。

平成２６年５月２６日神戸新聞姫路版の特集、はりま学校新聞で「伝統の砥峰太鼓力

を合わせてばちに魂」という記事を皆さんごらんになられたでしょうか。この特集は、

西播磨の特色ある学校ということで、中播磨地域で最初の学校として長谷小学校の砥峰

太鼓の取り組みが掲載してありました。この太鼓は、皆さんも御存じのように、旧川上

小学校がこれまで取り組んできたものを統合後も引き続き長谷小学校で取り組み引き継

いでいるものです。また、この太鼓は、この秋、砥峰のすすき祭りを皮切りに、かみか

わ商工祭、長谷地区の秋の収穫祭、農協ふるさとまつりと町内の４つ大きなイベントに

出演したところです。子供たちは、これらの活動の中で、伝統に触れ、自信をつけ、地

域の皆様と交流する中で、ふるさとに対する愛着をきっと深めてくれたことと思ってお

ります。

また、先般の青少年健全育成大会で神崎小学校児童の「思い出のウオークラリー」と

いう発表では、異学年の交流の中でのそれぞれの役割という体験だけでなく、地域を歩

くことで自分たちの住む地域を知り、地域の方々と触れ合うことで自分たちのふるさと

を愛するという心を醸成するもので、これまで学校が継続して取り組んできた活動です。

そのほかにも、越知谷や長谷小学校の地域挙げての運動会、今はなくなりましたけれど

も、大山小学校の全校白岩登山などもその一つであったと考えています。

これらは学校教育の中でのほんの一握りの例ですが、神河町の特色ある教育は、各学

校だけでなく、地域でも伝統、文化を中心に脈々と受け継がれてきており、子供たちの

ふるさと愛を育むための活動が地道に積み重ねられていると思っております。これ以外

にも、今年度初めての取り組みとして、神河町作畑の地域交流センターで、全４年生を
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対象とした通学合宿を開催しました。これは、神河町の自然や暮らしを知ることのほか、

５年生の自然学校、中学生のトライやるウイークへとつながり、地域を再発見する試み

ともなっております。

それから、神崎高校の建っているところは、福本藩庁跡であり、そこには藩校があり

ました。藩校は、江戸時代に若き青年が学問に励み、福本藩の将来を思い、夢を持ち学

んだところで、その同じ場所で今の神崎高校の生徒が学んでいます。そこで、この神崎

高校の敷地内に、今、藩校跡という看板、標柱を立てる計画が進められていると聞いて

います。そういうことで、この神崎高校で学ぶ生徒たちは、歴史を学び、愛校心を育み、

ひいては第二のふるさととも言える神河町を誇りに思う心が芽生えるだろうと考えると、

すばらしい計画だと思っております。

最後に、来年度は、かみかわ教育創造プランの後期計画を策定していきます。その中

の重点目標としても、ふるさとを誇りに思う教育の推進は大きな柱だと考えているとこ

ろで、今後もより一層の取り組みをしていきたいと考えております。また、新たな地方

教育行政の枠組みがかわる来年度からは、町長も含めた総合教育会議も設置する運びと

なっておりますので、その中でも十分ふるさとを誇りに思う教育についても協議してい

きたいと考えているところです。

以上、具体的な説明を終わります。

○議長（安部 重助君） 宮永肇議員。

○議員（４番 宮永 肇君） どうもありがとうございます。いろんな意味で、子供た

ちに体験を通じて、ふるさと意識を高揚させておられるいうのは、教育長初め教育課の

方々の努力のたまものというふうに思います。そういうことで、神河町というのが中播

磨でも断トツでそういうふうに対外的に知られていくようになるというのは、非常にす

ばらしいことだと思っておりますが、全てそういうふうにうまく運ぶように祈るばかり

というところでございますが。

１つお願いがあるのは、子供たちがこれから先の未来をつくっていくわけですが、子

供たちを育む親の世代ということで、また新たなふるさと教育の手法を考えていただけ

ませんかなというところでございまして、８年前に合併直後に地域サロンという事業が

ございまして、各４０集落それぞれに地域の宝物を探そうというふうなことで始められ

て、それなりの合併直後のいわゆる住民の意識というものを一つ考えさせる機会という

ものがあったわけでございますが、やはりちょっと年月がたちますと、もはや世代も変

わってまいりましたので、またある角度から見て、その地域サロンに匹敵するような事

業というふうなものをお考えいただいて、地域の人が地域の人に教えていく、地域の人

から地域の人につながっていくというふうな、ふるさと意識というもののあり方を考え

てもらえたらありがたいなと思います。

その８年前のときに、自分たちの住んでる村の一番魅力は何ですかと聞きますと、秋

に黄金色に輝く田んぼというのが私のふるさとということで位置づけてますというふう
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におっしゃった方がありました。それは町から結婚して来られた人が既に自分のふるさ

とということで神河町を捉えておられるという話でございますが。そういうことで、ど

んどんとそういうつながりの輪を広げていくというのがやっぱり必要なんではないかな

と思います。そうしますと、それがやがては人口がふえるという方向に何か大きな力を

発揮していくんではないかなというふうな思いがしますので、何かお考えがあれば、た

だ教育課だけということでなしに、やはり横の連携で、各課の連携で何かそういう事業

を町を挙げてもう一遍やってみようというようなことで、合併１０年を期してやろうと

かいうふうなことでお考えがあれば何か聞かせていただきたいんですが、お願いします。

○議長（安部 重助君） 教育長。

○教育長（澤田 博行君） 子供たちにつきましては、今のような形でどんどん地域に入

っていくというようなことを取り組んでおります。そのところに今の若い親の世代も巻

き込んでいきたいなとは思っております。そのためにも、地域の活動のことにつきまし

て親子で一緒に参加するような行事的なものも一緒に計画していきながら、また親子で

の学習などを取り入れていきながら、地域について学んでいく機会を多くしていきたい

なと思っております。

本当に地域サロンにつきましては大変いい取り組みであり、それぞれのところでも今

でも地域の宝を大事にしようとか、それから散策会を続けようとかいうようなところで、

区を挙げてしていただいてるところがありますので、そんなものも大切にしていきたい

なと思っております。一番大事なことは、やっぱりそういうような人というもの、年配

の方たちの知恵であるとか、知っておられることにつきまして、いかに生かしていくか

ということですので、そのような地域の人材を活用しながら、地域の自然や地域のもの

について、人を巻き込んでの取り組みが何か行事的にできたらいいかなと思っておりま

すので、また考えていきたいと思っております。

○議長（安部 重助君） 宮永肇議員。

○議員（４番 宮永 肇君） そういうふうに言っていただきましたら、いろいろとま

た御相談をかけたりしたいなと思うんですが。８年前の地域サロンは４０集落で、集落

別、３９でしたかね。集落単位でやったんですが、それよりも、さらに今ブロック単位

といいますか、やっぱり連携ということが大事でございますので、災害とか、そういう

ものに備えるという意味でも、ブロックでのつながりというのを見直していくというふ

うなことで、新たなまちづくり、ふるさとづくりということが必要というよりも、やっ

ぱり望まれてくるんではないかなというふうな思いがありますので、たまたま現在、粟

賀町、中村でまちづくり協議会というふうなものができまして、お互いにお互いの村を

知り、町を知り、知識、歴史を共有していこうというふうな動きになっておりますから、

やはり現在の大山谷のいわゆる景観形成というふうなことも、そういうことを通じて昔

の旧村単位での連携ができれば、さらに広がりがふえてくるというふうに思うんですけ

れども、何かそういうことに持っていけるようなヒントというものをいろいろ探しなが
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らやっていっていただければありがたいなと、私がありがたいというんでなしに、住民

にとって非常にうれしいことになるんではないかなと思います。

やっぱりお互いが近隣で顔も知らない、声もかけないということでなしに、何かそう

いうことでつながっていくということで、いろんな意味でのメリットというものが生ま

れてくると思いますので、前回の地域サロンについては、町の職員の方々がそれぞれ担

当の集落というのをつけてもらって、大変な苦労をされたんですが、苦労するんでなし

に、５年、１０年というスパンで、その集落の人たちと一緒にまちづくりをするという

ふうな考え方でやられれば、今、若い人たち、できるだけ若い職員の方々がその集落に

まじって、その集落の悩みも楽しみも全部聞き取れる、体で感じるというふうな機会を

つくってあげるということが、これは大した研修になってくるんではないかなというふ

うに思いますので、そういう方面でひとつ御配慮を願えればと思いますが、いかがです

かね。

○議長（安部 重助君） 教育長。

○教育長（澤田 博行君） 澤田です。今、いろいろな取り組みにつきまして、集落別、

ブロック単位での取り組みということを言われております。今のこの地域サロンのつな

がりもありますので、地域振興課のほうとの連携もとりながら、そういうようなもの、

何か考えられたらいいなと思っております。やはり旧村単位的な取り組みというものは

少しなくなってきておりますので、それぞれ今、人口減少のところで何とかしなければ

という意識はどの地域の方も持っておられると思います。私も、大山のほうも思ってお

りますので、そういうことについて何かそういうふうなつながりをしながら、お年寄り

と子供だけじゃなしに、若い人を巻き込んだ３世代の取り組みみたいなものができたら

いいなと思っているところです。

○議長（安部 重助君） 最後に、山名町長、ありますか、何か。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 教育長のほうからも答弁があったわけでございますけども、来

年は地方版の総合戦略を策定するということになっております。今議論をしている部分

については、どちらかというとソフト面での政策ということになってこようかと思いま

すけども、私も同様に、小規模集落というふうな状況がさらに加速化するだろうという

ふうに考えたときに、それぞれの集落というものは組織としてありながら、もう少し広

い範囲でのまちづくり協議会とか、そういうふうな仕組みも当然つくっていかなければ

いけないというイメージは持っておりますので、他の市町におきましては、小学校区単

位でそういった協議会を設置をして地域づくりに取り組んでいかれるということもあり

ますので、そういった事例も積極的に取り入れながら進めていければというイメージを

持っているところでございます。

○議長（安部 重助君） 宮永肇議員。

○議員（４番 宮永 肇君） 何と申しましても、住民の同意と協力がなければできま
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せんので、町長及び教育長も、住民に向かって、そういうことを常に訴えていただけれ

ば、どんどん輪が広がっていくんではないかなと思いますので、ひとつよろしくお願い

します。

以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました、どうも。

○議長（安部 重助君） 以上で宮永肇議員の一般質問が終わりました。

以上で９名からの一般質問全てが終わりました。

ここで暫時休憩をいたします。再開を１３時ちょうどといたします。

午前１１時５８分休憩

午後 １時００分再開

○議長（安部 重助君） 休憩を解き、再開いたします。

日程に入る前に、お知らせいたします。

病院事務長のほうから、神戸労災病院の院長並びに副院長が来院、初期研修医の受け

入れの協議のため、１３時から１５時まで欠席の届けが出ておりますので、御了承願い

ます。

それでは、日程に入ります。

⋞ ⋞

日程第２ 第９９号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２、第９９号議案、神河町職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例制定の件を議題といたします。

議案の審査を付託しておりました総務文教常任委員会の審査報告を求めます。

宮永総務文教常任委員長。

○総務文教常任委員会委員長（宮永 肇君） 総務文教常任委員会に付託された第９９

号議案の審査報告をいたします。

平成２６年１２月９日、第３会議室において、出席者は、総務文教常任委員会８名全

員と議長、行政においては、町長以下幹部管理職全員ということでございます。

審査結果について、第９９号議案、神河町職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例制定の件。別紙のとおり、修正議決すべきものと決定しました。

山下委員の反対討論がありました。採決後に少数意見の留保の申し出がありました。

別紙の要旨と申しますと、第９９号議案、神河町職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例制定に対する修正案、藤原日順議員から修正動議が提出されました。神河町

職員の給与に関する条例（平成１７年神河町条例第４４号）の一部を改正する条例の一

部を次のように修正する。

第１条中「別表第５の表を次のように改める。」以下を削除する。

提出の理由。現行の通勤手当については、民間の水準及び非課税限度額を超えており、

これをさらに引き上げるのは不適切と思われる。よって、議案に示す別表第５（通勤手
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当定額表）は従前のとおりとするというものであります。

また、審議の過程については、審議における質疑応答の後、藤原日順議員から委員間

討議の提案がなされました。これにより、委員会は審議を暫時休憩とし、この間に委員

間討議を行いました。このとき、藤原日順議員から委員長宛に修正案（別紙）が提出さ

れたので、その要旨について委員間で議論が交わされました。

休憩を解き、審議を再開し、第９９号議案に対して藤原日順議員から修正の動議が提

出されたことを告げ、この修正案を原案とあわせて議題とする旨を宣言しました。

提案説明と質疑を経て、討論では原案賛成者の討論１名あり、原案及び修正案の反対

討論はなし、修正案の賛成討論はなし。討論を終結し、採決。修正案についての賛成、

挙手多数６名で、可決。修正部分を除く原案について賛成、挙手全員で、可決。結果と

して、本案は修正可決いたしました。

主な質疑について報告します。

本議案の趣旨は、人事院勧告に関連しての条例変更ということで、民間との比較にお

いて７年ぶりに月例給を引き上げる必要があるということで、本年の４月１日にさかの

ぼり、引き上げるという勧告が出て、これに準じて当町でも引き上げるということから

議論が始まりました。

職員の勤務評価、資質に及ぶ議論が多く、厳しい意見も続出しており、人事評価制度

のあり方についても質疑がありました。総務課長の説明によると、２８年度から人事評

価、給料に反映をさせる人事評価というのが公務員法に定められたことから、２７年度

から試行に入って、２８年度から本格実施ということが法的に決まったので、それに対

応していくとの報告を受けました。これは、職員の実績であるとか資質を正しく評価し

て給与を出していくという考え方だそうであります。

通勤手当の引き上げについては、ガソリン代の高騰があり、その弁償的な引き上げと

いう見方もあり、議論が百出しましたが、一時的な傾向をもとに決めてしまうことへの

危惧感からの意見も多く出ました。以上であります。

○議長（安部 重助君） 委員長報告が終わりました。

委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 特にないようでございますので、質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

まず、原案に賛成者の発言を許します。

山下皓司議員。

○議員（３番 山下 皓司君） ３番、山下です。私は、第９９号議案について原案賛成

の立場で討論をいたします。第９９号議案は、神河町職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例制定に関することでございまして、私が原案に賛成するその理由を述べて

まいります。
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今、委員長報告にありましたように、この議案の付託を受けました総務文教常任委員

会につきましては、１２月９日に開催されたところでありますが、その内容のうちの通

勤手当ということについて、いろんな質疑をしたところでありました。この給与条例の

中の通勤手当につきましては、平成１８年１月、これは合併間もない時期でありました

が、その時点で現在の通勤手当が定められたと。過日といいますか、先日の本会議にお

きましても、その点につきましては総務課長のほうから明確に説明がございました。そ

のことも委員会でも聞いております。その時点では、議会の当然議決もあったというこ

とであります。このことは、神河町の特別な事情、病院を持っている神河町の事情とい

うものを踏まえて、その時点でいろんな面から、いろんな角度から議論されたというこ

とでございますので、私は、議会としてこのことは強く受けとめるべきであるというよ

うに確信をいたしております。

事後、通勤手当の改正はなかったわけでございますけれども、今回、これも委員会で

るる議論をいたしましたが、最近のガソリンが非常に高騰してる、いわゆる燃料費が高

騰してるというような観点から、今回、人事院勧告に基づいてその改正をしたいという

提案でありました。当然そのことについてもいろいろ議論もされましたが、それはそれ

として、仮にガソリンが、いわゆる燃料代が安くなればどうするのかというふうな議論

もその時点でありましたが、それについては、また委員会での意見も十分に踏まえて対

応していきたいといったような形で総務課長のほうから非常にしっかりと真摯に回答を

いただいたというように私は思っております。いわゆる執行部としても、この委員会の

意見に対しては誠実に取り組んでいただけるだろうというように判断をいたしました。

その判断されたことについて、後々の対応を待つべきだと考えたところでございます。

神河町の特殊事情というのを具体的に申し上げますと、今現在いただいた資料により

ますと、通勤手当が支給されている対象は全員で３４０名、そのうち病院が１９４名、

その他が１４６名という、私は３４０から単純に１９４を引いた数字が１４６というこ

とに思っておりますが、多くが役場職員だろうというように思います。今回、この改正

の対象になりますのが、いただいた資料によりますと１９９人で、そのうち病院が１２

８名ですか、このことを見ましても、神河町の状況、いわゆる他の町にない実態が見え

てくると思います。そういった面から、その後にちょっと議論がされておったと思うん

ですけれども、やはり看護師が多いと思いますけれども、そういった人を確保していく

という面からも、１８年以降変わっていない通勤手当の引き上げ改正というのは、私は

客観的に見て間違っていないというように判断をしております。

それから、もう一点でございますけれども、こういった職員の給与に関することにつ

きましては、私は、職員の勤務条件に係る問題でございます。提案の前に、やはり職員

組合という立場の職員代表と執行部において協議がなされたということも委員会で報告

を受けました。こういった流れを見て、このことについては議会としても深慮すべきで

あると、深く配慮すべきであるというように思います。総務委員会で委員長報告があり
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ました修正の協議の中で、私は、もっともっと議論が必要であったというように思いま

す。その配慮が薄かったというように私は思います。

したがいまして、原案に賛成をいたします。修正案には反対しますということでござ

います。議員各位の御判断をよろしくお願いを申し上げまして、私の原案賛成に対する

討論を終わります。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

○議長（安部 重助君） 次に、原案及び修正案両方に反対者の発言を許します。ござい

ませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） ないようでございます。

次に、修正案賛成者の発言を許します。

藤原日順議員。

○議員（２番 藤原 日順君） ２番、藤原でございます。私は、修正案に賛成でありま

す。もし原案をそのまま認めるということは、議会のチェック機能が全く働いていない

ことを広く町民の皆様に示すことになります。

今回、人事院からの通勤手当を１００円から７，１００円引き上げるという勧告骨子

に基づいて、神河町職員の通勤費について同額を引き上げるとのことですが、現在でも

高水準にある通勤手当をさらに同幅引き上げるというのは、勧告内容の勝手な解釈であ

ると思います。勧告が示しているのは通勤手当の引き続き幅ではなく、改定後の手当額

を基準にしていると考えるべきであります。つまり通勤手当は４，２００円から３万１，

６００円の範囲内とすることを勧告しているわけであります。

国家公務員の通勤手当は、所得税法施行令第２０条の２でいう非課税通勤費の枠にお

さまっています。小寺議員、小林議員、三谷議員のように、民間企業に勤務経験のある

人なら御存じでしょうが、非課税規定は職員が負担する経費に見合う金額であって、手

当として支給するのにふさわしい金額、社会通念上相当と見込まれる金額を意味してお

ります。すなわち通勤にかかる経費の実費弁償であるという考え方であります。

この限度額を超える通勤手当は、経済的利益を供与されているとみなされて、給与所

得として課税されることになります。現行の条例においてさえ、神河町職員の通勤手当

は改定後の非課税限度額をはるかに超えておりますので、今回さらに増額することを認

めてしまうならば、議会は何もチェックせず、当局の言いなりになっていると町民の皆

様に非難されても仕方がないのではないかと考えます。

前田総務課長の説明、山下議員の発言にありましたガソリン価格の高騰というこの理

由につきましては、委員会での審議といいますか、説明の流れを見ますと、全くの後づ

けの理由であります。この議案につきましては、まさに議員としての良識が試されてい

る議案であるというように思います。議員諸兄の賢明なる御判断を期待いたします。以

上です。

○議長（安部 重助君） 次に、原案に対する賛成者の発言を求めます。
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小林議員。

○議員（10番 小林 和男君） １０番、小林です。第９９号議案に対して原案賛成の立

場で発言します。

公務員の給与の体系で、いろんな体系がある中で、教職員が高額のランクにあります。

その理由は、教育者として生活に不安があっては教育が成り立たないという理由で、広

く知らしめられるところであります。人は衣食足りて礼節が成り立つとのことわざのと

おりであります。このたびの発議は、民間と比較したもので、自治体間の比較で見れば

五十歩百歩で、大きく突出したものではありません。公務員は、地域住民の規範となる

ような人格、品位を兼ね備えなければならないということも勘案しなければならないと

いう理由です。そういった理由で、民間との比較はいかがなものかということの思いで

す。

また一方、総務文教常任委員会で綿密に真剣に検討されたことは、議会としてのチェ

ック機能が十分に果たされたことに敬意を表します。この発議を提出されたことで十分

役割は果たされていると私は思います。また、議会としては、町の発展に寄与しなけれ

ばならないという任務もあります。執行部原案が否決されると、マスコミ報道により町

の執行部と議会がねじれ現象にあるというふうなイメージダウンにつながります。ぎす

ぎすしたことが報道され、社会に広く知らしめられると、企業誘致とか町に優秀な人材

が来なくなるというふうなマイナスイメージが損失として上がってきます。

神河町は、人情味ある町、優しさ、思いやりの心、温かい町という町をアピールイメ

ージにして町の活性化を図ろうとしている現在、そういったことで進んでいる中で、給

与、手当のシビアなところまで議会が関与するとなれば、優秀な医師とか看護師とか、

町に優秀な人材が集まりにくい。交通費を削減して得た金額よりも、イメージダウンで

失う損失のほうが大きいと私は思います。正義は正義で筋は通されております。ですか

ら、執行部も、そのことは伝わっていると思います。一応発議の提出で議会の役割は十

分果たされております。

執行部と議会がどうかねじれ現象というふうに世間に受けとめられないように、また

どちらが町の発展に寄与して、住民にとって得策かというふうなことも、大きな見地か

ら見れば、皆さんお一人一人がはやる心を抑えて穏便に冷静な気持ちで御判断いただけ

るように、どうか原案賛成でお願いしたいと思います。以上です。ありがとうございま

した。

○議長（安部 重助君） 次に、修正案賛成者の発言の許します。

三谷克巳議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷です。私は、第９９号議案に対する修正案に

対して賛成の立場で意見を申し上げたいと思います。

特に今、それぞれの議員さんから討論がありましたように、今回の神河町の通勤手当

についての件でございます。神河町の職員の通勤手当については、国の基準を上回って
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いるということにつきましては、これは神河町の交通機関の実情、また平成１８年に神

河町議会においても、現在の通勤手当の額が妥当であるということで議決されてます。

このことについては私、何ら異論はないわけですが、今回の改正につきましては、説明

では、人勧、また県下の状況、それから近隣の市町の状況、また町の実態を勘案して、

ガソリン単価の上昇分を加味して改正したということであります。

そういう中で、近隣の市町の実態と状況を見てみますと、郡内の市川町、福崎町につ

いては、今回通勤手当の改正はされておりません。確かに両町の通勤手当の表を比較し

ますと、神河町より高い部分があります。しかし、一方では低い部分もあります。その

辺の整合性については、どのように考えるべきかということがあります。それからまた、

１つは町の実態も勘案しましたということでしたが、これは財政面について考慮しまし

たという説明でございました。ならば、神河町の中で特に高速道路を使って通勤されて

いる方があります。この方については５万５，０００円の限度額の通勤手当です。この

方も当然ガソリンを使っておられますので、この人の分については、私はこの限度額を

当然見直すべきではないかというように思います。

このように、今回の改正案の説明について、私自身、納得しがたい部分がありました

ので、今後、改正についてはいろんな角度、特に町の実態を勘案して、再度検討するべ

きであると考えますので、今回の本修正案について賛成するという立場で討論をいたし

ます。以上、よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 次に、原案に賛成者の発言を求めます。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 次に、修正案賛成者の発言を許します。ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） ほか反対討論、賛成討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（安部 重助君） 特にないようでございます。討論を終結いたします。

第９９号議案を採決いたします。

本案に対する委員長報告は、修正であります。

まず、委員会の修正案について採決いたします。

委員会の修正案に賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、委員会の修正案は、可決されま

した。

次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決いたします。

修正議決した部分を除く原案について賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、修正議決した部分を除く原案は、
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可決されました。

⋞ ⋞

日程第３ 第１０２号議案

○議長（安部 重助君） 日程第３、第１０２号議案、平成２６年度神河町一般会計補正

予算（第５号）を議題といたします。

議案の審査を付託しておりました総務文教常任委員会の審査報告を求めます。

宮永総務文教常任委員長。

○総務文教常任委員会委員長（宮永 肇君） 総務文教常任委員会に付託されました第

１０２号議案についての審査の報告をいたします。

第１０２号議案、平成２６年度神河町一般会計補正予算（第５号）は、原案可決でご

ざいます。

討論において、藤原日順委員から反対討論があり、採決後に少数意見の留保の申し出

がありました。趣旨は、６月定例会における一般質問で指摘要望をした、第２号住居手

当について見直し、または廃止等に向けての具体的な交渉や協議への取り組み姿勢が見

られないということで、やるべきことをやらない、不作為ということに対して欠陥あり

として、本件補正案の審議には反対意見を表明します。

主な質疑についての報告をいたします。

まず、病院の経営状況についての質疑でございました。衛生費のうちで保健衛生総務

費として一般財源からの補助金９，０００万円と出資金としての５，０００万円で１億

４，０００万円の追加が計上されていることで、普通交付税や特別交付税の裏づけ等に

ついての質疑ほかで、病院関係に質疑が集中しました。

また、土木費の道路新設改良費のうちで、神崎⋞市川線支線の支障物件補償費の大幅

な予算組み替えについて事前の調査や見積もりが不十分であり、その結果、本年度の工

事請負費を減額しなければならない状況となり、今後の工事の進捗に問題はないのかと

の指摘もありました。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 委員長報告が終わりました。

委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございますので、質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。反対討論。

藤原日順議員。

○議員（２番 藤原 日順君） ２番、藤原でございます。私は、本議案に反対でありま

す。

反対の理由としましては、第２号住居手当、いわゆる持ち家手当が相当額の修正がな

されていないからであります。一般質問におきまして、町長からは平成２８年度から住

居手当、持ち家手当を見直す方向であるというコメントをいただきました。しかし、そ
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れでは余りに対応が遅いのではないかというように私は考えます。過去におきまして人

事院から廃止を勧告され、兵庫県人事委員会の勧告でも、兵庫県においても国及びほか

の都道府県の状況を踏まえ、廃止する必要があるとされて廃止、かつ県下４１市町のう

ち半分以上の２１市町でも廃止され、さらに民間ではほとんど支給されていない持ち家

手当、この速やかな廃止を求めるものでありまして、持ち家手当受給者が絡む本議案は

もちろん、１０２号議案を除く全ての議案に私は反対をいたします。以上です。

○議長（安部 重助君） 次に、賛成討論ございませんか。

三谷克巳議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷です。私は、この１０２号の一般会計補正予

算（第５号）について賛成の立場で意見を申し述べたいと思います。

先ほど藤原日順議員さんのほうから住宅手当の件で、本議案に対しての反対というこ

とでの討論がございました。その心情は理解するところでございますが、これも９月の

補正予算と同じようにありましたが、今回の補正予算につきましては、住宅手当に直接

関係はしておりません。また、住宅手当の改正等があったとしても、それは将来にわた

るべきなので、今回の補正予算とは直接項目は関係ございませんので、何ら問題ないと

思っております。

また、先ほど通勤手当の修正の話もありましたが、本来条例と予算は必ず連動してい

なければならないというものではありません。条例は条例、予算は予算という別議案と

なっておりますので、一体的に考えなくてもよいという解釈もありますので、この件に

ついても問題ないと思います。また、今回の補正予算の中には通勤手当の改正部分も形

状されているわけですが、このまま３月までに通勤手当の改正が示されなければ、通勤

手当の改正額は不用額となるわけです。財政の上で、この財源を有効に使用するという

ような部分がありますが、今回の補正予算の財源不足部分については、財政調整基金を

繰り入れして補っています。

そのようなことですから、必要財源を財政調整基金から取り崩せばよいということに

なりますので、財源を遊ばせるという結果にはなりませんので、本第１０２号議案の一

般会計補正予算については適切と判断しますので、賛成の立場から討論といたします。

ありがとうございました。

○議長（安部 重助君） 次に、反対討論の方ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論の方ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） ほかに討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結し、第１０２号議

案を採決いたします。
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本案に対する委員長報告は、原案可決であります。

本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第１０２号議案は、原案のとお

り可決しました。

⋞ ⋞

日程第４ 第１０３号議案

○議長（安部 重助君） 日程第４、第１０３号議案、平成２６年度神河町介護療育支援

事業特別会計補正予算（第３号）を議題といたします。

上程議案に対する討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） それぞれ討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結します。

第１０３号議案を採決いたします。本案については、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第１０３号議案は、原案のとお

り可決しました。

⋞ ⋞

日程第５ 第１０４号議案

○議長（安部 重助君） 日程第５、第１０４号議案、平成２６年度神河町国民健康保険

事業特別会計補正予算（第３号）を議題といたします。

上程議案に対する討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） それぞれ討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

第１０４号議案を採決いたします。本案については、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。
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〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第１０４号議案は、原案のとお

り可決しました。

⋞ ⋞

日程第６ 第１０５号議案

○議長（安部 重助君） 日程第６、第１０５号議案、平成２６年度神河町後期高齢者医

療事業特別会計補正予算（第３号）を議題といたします。

上程議案に対する討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） それぞれ討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

第１０５号議案を採決いたします。本案については、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第１０５号議案は、原案のとお

り可決しました。

⋞ ⋞

日程第７ 第１０６号議案

○議長（安部 重助君） 日程第７、第１０６号議案、平成２６年度神河町介護保険事業

特別会計補正予算（第３号）を議題といたします。

上程議案に対する討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 双方特にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

第１０６号議案を採決いたします。本案については、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第１０６号議案は、原案のとお
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り可決しました。

⋞ ⋞

日程第８ 第１０７号議案

○議長（安部 重助君） 日程第８、第１０７号議案、平成２６年度神河町老人訪問看護

事業特別会計補正予算（第３号）を議題といたします。

上程議案に対する討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） ほかに討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

第１０７号議案を採決いたします。本案については、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第１０７号議案は、原案のとお

り可決しました。

⋞ ⋞

日程第９ 第１０８号議案

○議長（安部 重助君） 日程第９、第１０８号議案、平成２６年度神河町水道事業会計

補正予算（第２号）を議題といたします。

上程議案に対する討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） ほかに討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

第１０８号議案を採決いたします。本案については、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第１０８号議案は、原案のとお

り可決しました。

⋞ ⋞
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日程第１０ 第１０９号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１０、第１０９号議案、平成２６年度神河町下水道事業

会計補正予算（第２号）を議題といたします。

上程議案に対する討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） ほかに特に討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

第１０９号議案を採決いたします。本案については、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第１０９号議案は、原案のとお

り可決しました。

⋞ ⋞

日程第１１ 第１１０号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１１、第１１０号議案、平成２６年度公立神崎総合病院

事業会計補正予算（第３号）を議題といたします。

上程議案に対する討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） ほかに討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

第１１０号議案を採決いたします。本案については、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第１１０号議案は、原案のとお

り可決しました。

⋞ ⋞

日程第１２ 各常任委員会、議会運営委員会所管事務調査の申し出について

○議長（安部 重助君） 日程第１２、各常任委員会、議会運営委員会所管事務調査の申
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し出についてを議題といたします。

各常任委員会、議会運営委員会の所管事務について、会議規則第７５条の規定により、

お手元に配付されていますとおり、閉会中の継続調査をしたい旨の申し出がございます。

お諮りいたします。各常任委員長、議会運営委員長の申し出のとおり、閉会中の継続

調査とすることに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。各常任委員長、議会運営委員長の

申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定されました。

⋞ ⋞

○議長（安部 重助君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

お諮りいたします。今期定例会に付議された案件は全て議了いたしました。これで閉

会いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。

これをもちまして第６１回神河町議会定例会を閉会いたします。

午後１時４６分閉会

議長挨拶

○議長（安部 重助君） 閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

今次定例会は１２月５日に開会され、本日までの１３日間でした。町長からは、報告

２件、専決処分１件、人事案件４件、条例の一部改正２件、財産処分１件、一般会計ほ

か各会計補正予算９件の計１９議案が上程されました。町政にとって、いずれも重要な

案件でありました。

第９９号議案並びに第１０２号議案は、総務文教常任委員会に審査を付託し、特に第

９９号議案、神河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件については、

通勤手当の増額改正に問題ありとの議論の末、一部修正となりました。そのほかの案件

については、慎重審議の結果、適正妥当な結果となりました。議員各位並びに執行部に

おかれましても真摯な議論をしていただき、感謝申し上げます。

さて、１２月２日公示、１４日投開票で第４７回衆議院議員総選挙が執行され、結果、

与党３分の２以上の議席獲得でありました。多くの問題、課題があり、国民の生活にど

のように影響するのか、選挙中の公約をしっかり守っていただき、世界に恥じない国づ

くりをしていただけるものと強く望むところであります。

平成２６年も残すところ２週間となりました。ことしも各地で大きな災害が多く発生

しましたが、幸いにして当神河町においてはその被害もなく、安堵しております。

これからは寒さも増してきます。皆様も体に十分気をつけられまして、御家族方とも

ども元気に新年を迎えられますことをお祈りいたしまして、閉会の挨拶といたします。
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町長挨拶

○町長（山名 宗悟君） それでは、私のほうからも第６１回定例議会閉会に当たりまし

て、一言御挨拶を申し上げます。

本定例会において私どもが提出いたしました案件につきまして、とりわけ第９９号議

案の条例改正については修正可決、それ以外の案件につきましては提案どおり可決をい

ただいたわけでございます。それぞれの案件につきまして慎重審議いただきましたこと、

改めて感謝するものであります。

ただし、第９９号議案の条例改正が修正可決されたことから考えますと、第１０２号

議案の平成２６年度神河町一般会計補正予算を初めとした関連する議案は、全て第９９

号議案を受けての補正が生じたものであるということがございます。そういったことか

ら考えますと、条例は条例、予算は予算と考え方もあるわけでございますが、関連して

いることから考えますと、１０２号議案含めた関連した議案それぞれが９９号議案で修

正部分を反映しているわけでございますので、それぞれの議案も修正すべき措置が妥当

なものでないのかなというふうに考えるところでございます。

いずれにいたしましても、今後も予算執行に当たりましては、私どもは各種法令、町

条例、規則に基づいて進めていくことを再認識した定例会であったと感じたところでご

ざいます。

さて、１２月１４日、衆議院議員総選挙を受けて新たな国の体制が整ったわけであり

まして、あわせて、いよいよ地方再生に向けての動きが具体化するわけでございます。

執行部といたしましても、一般質問の中でも、多くが地方再生に向けた質問であった

ように思います。それぞれの意見をしっかりと受けとめさせていただきまして、神河町

の再生に向けて、それぞれの意見を活用させていただきたいと考えるところでございま

す。

最後になりますが、ことしは１２月に入りましてから、日本列島各地で寒波による積

雪被害が発生しているところでございますし、またさらに寒さも厳しくなるようでござ

います。議員各位におかれましては、健康管理をしっかりとされまして、今後とも御活

躍いただきますとともに、お互いにすばらしい新年が迎えられますよう御祈念申し上げ

まして、閉会に当たりましての挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

午後１時５２分
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